
東
大
寺
頒
美
濃
爾
大
弗
荘

第
十
七
藻
鼎
　
鱗
三
殿
…
　
　
閃
　
餓
轟
ハ

諫
鰍
美
濃
國
’
大
井
荘
働

中
　
村

直
　
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
荘
司
の
任
免

　
本
荘
の
荘
司
に
如
何
な
る
も
の
あ
り
し
か
。
そ
の
事
に
就
き
て
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
時
代
の
降
下
に
從
ひ
て
漸
次

複
雑
な
る
組
織
に
進
展
せ
し
も
の
な
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
き
事
な
が
ら
、
今
、
所
論
の
便
宜
上
、
假
り
に
一
時
代
を
抄

出
し
て
之
を
槻
察
せ
ん
と
す
。
而
し
て
そ
の
目
的
に
恰
妊
の
も
の
は
『
東
大
寺
績
要
鎌
』
寺
領
章
に
牧
む
る
建
保
二
年
五

月
の
東
大
寺
寺
鎮
注
進
な
り
と
す
る
を
以
て
、
次
に
そ
れ
を
抄
録
す
。
な
ほ
そ
れ
は
大
弁
薙
の
面
積
其
他
を
知
る
に
も

最
も
都
合
よ
き
も
の
な
れ
ば
煩
雑
な
が
ら
抄
出
す
べ
し
。

　
　
美
濃
國

　
　
　
大
井
庄

　
　
　
　
見
作
碍
百
七
十
二
町
二
反
百
四
十
歩

　
　
　
　
損
田
十
「
八
町
．
山
ハ
反
｝
臼
廿
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
　
　
　
得
田
百
五
十
三
町
六
段
廿
歩

　
　
　
　
除
田
四
十
町
八
反
二
百
四
十
歩

　
　
　
　
　
灘
田
四
町
　
　
寺
田
三
反
　
　
例
二
王
講
田
入
麺
二
百
四
十
歩
　
　
畳
田
大
筆
当
無
閏
一
町
　
　
下
爺
三
町
　
　
検
校
三
町
　
　
別
當
三
町
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雛
【
別
當
二
町
　
　
惣
追
補
使
二
町
　
　
有
湖
十
人
十
町
　
　
定
使
五
反
　
　
案
主
二
町
　
　
徴
使
二
人
一
町
併
冗
反
　
　
　
預
所
佃
六
町

　
　
　
　
　
口
代
二
町
二
反

　
　
　
　
定
田
百
十
二
町
七
反
百
四
十
歩

　
　
　
　
研
憲
品
御
地
子
網
謝
百
山
ハ
十
…
疋
七
尺
　
　
疋
獺
川
七
段
定

　
　
　
　
此
外
縣
綿
桑
代
等
在
之
、
疵
大
旨
也

と
あ
る
も
の
に
し
て
、
叢
に
記
さ
る
、
計
数
は
正
確
に
磐
田
せ
ら
れ
た
り
。

　
右
に
よ
れ
ば
大
弁
荘
の
荘
司
と
し
て
は
下
司
、
威
霊
、
別
當
、
礎
別
當
、
惣
追
補
使
、
追
使
、
再
主
、
預
所
、
目
代

の
外
に
徴
使
二
人
、
有
司
と
い
ふ
も
の
十
人
あ
り
し
を
知
る
。
而
し
て
其
の
中
に
於
て
椹
雷
干
、
惣
無
爵
使
．
案
主
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

目
代
、
徴
使
等
は
他
の
場
合
に
所
見
な
く
宙
他
の
場
合
に
は
專
當
、
公
文
、
田
所
等
が
却
っ
て
活
躍
せ
る
が
如
く
、
殊
に

鎌
倉
時
代
末
期
に
あ
り
て
は
、
そ
の
公
文
・
田
所
に
下
司
が
加
は
つ
て
下
司
、
田
所
、
公
文
の
三
者
に
て
す
べ
て
の
荘

務
は
掌
握
せ
ら
れ
、
之
を
呼
ぶ
に
、
三
職
方
は
沙
汰
人
の
名
を
以
て
せ
り
。
な
ほ
そ
の
外
に
有
司
十
人
と
言
へ
る
も
の

あ
り
、
そ
は
永
仁
三
年
六
月
の
大
井
荘
強
注
名
寄
帳
に
よ
れ
ば
、
有
司
分
と
注
せ
る
中
に
眞
門
・
眞
綱
・
國
恒
の
如
き
當

時
「
兵
士
」
と
言
は
る
、
人
々
を
記
名
せ
る
を
以
て
、
有
司
な
る
も
の
》
意
味
と
、
そ
の
荘
司
と
し
て
の
地
位
を
察
知

し
得
べ
し
。
而
し
て
以
上
の
中
に
嘗
て
本
湛
の
場
合
に
特
に
研
究
さ
る
べ
き
は
下
司
職
及
び
兵
士
な
り
と
す
Q

　
〔
註
〕
　
i
研
究
室
第
九
滑
、
鷹
畢
元
年
九
月
朴
二
日
大
井
謎
解
及
び
筒
井
英
竣
脳
圧
藏
東
大
寺
丈
書
永
仁
三
年
六
月
9
大
井
庄
検
注
名
寄
帳
（
其
二
）
　
2

　
　
　
　
研
究
窒
第
十
一
瀞
、
丈
保
一
…
年
臨
月
十
八
発
墨
非
圧
法
花
舞
舞
注
瀧
釈
及
東
京
帝
國
大
學
班
藏
東
大
専
丈
書
第
十
三
巻
所
牧
正
慶
二
年
二
月
四
日

　
　
　
　
東
大
聯
領
美
濃
園
大
井
荘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
三
七

（ユ13）



、
　
東
大
寺
領
美
濃
網
大
井
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
轡
　
第
三
號

大
藤
β
岸
脚
法
花
金
昌
料
蕪
…
解
鼎
胆
　
5
隔
N
上
及
び
筒
鰍
一
箪
醍
川
並
東
大
寺
丈
勲
顎
・
氷
仁
一
二
年
型
鋼
月
大
葉
ヂ
駕
馬
鈴
伽
沸
協
名
寄
踏
肥
（
眈
ハ
一
）

醐
三
八

　
大
井
荘
の
蕪
司
中
、
複
雑
な
る
推
移
を
示
す
も
の
を
下
司
職
な
り
と
す
。
而
し
て
そ
の
下
司
職
は
天
治
二
年
八
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

一
日
東
大
寺
政
所
の
補
任
駿
に
よ
り
て
散
位
大
中
臣
則
李
が
補
任
せ
ら
れ
た
る
を
史
料
の
初
見
と
す
。
思
ふ
に
康
準
元

年
九
月
亜
臭
莚
魯
專
當
富
久
と
警
署
名
せ
ゑ
県
別
當
大
中
蔑
・
康
和
三
年
二
尋
合
に
蕩
當
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

補
任
せ
ら
れ
た
る
大
中
臣
清
鮒
は
其
の
灘
先
に
當
る
奇
々
な
る
べ
く
、
恐
ら
く
南
都
よ
り
濫
立
當
と
し
て
、
束
大
寺
衆

徒
を
代
表
し
て
、
本
荘
に
下
向
せ
し
入
な
ら
ん
Q

下
司
養
鯉
垂
垂
綱
を
維
康
則
の
手
に
傳
は
勢
。
然
詮
康
鋼
は
其
霧
導
の
間
に
二
参
得
た
∴

其
の
嫡
女
に
奉
書
な
る
婿
あ
り
し
か
ば
、
下
司
職
は
父
康
則
の
次
は
そ
の
婿
奉
鯉
に
傳
は
り
た
り
Q
然
る
に
承
元
二
年

に
至
り
て
後
家
妙
瀧
よ
り
異
論
を
申
出
し
、
奉
期
の
傳
承
を
不
法
と
な
し
、
そ
の
事
由
を
本
家
た
る
東
大
寺
に
訴
へ
し

を
以
て
、
東
大
寺
に
於
て
も
審
理
を
加
へ
、
墾
方
の
申
状
を
其
に
研
究
し
、
「
妻
す
る
仁
後
家
の
串
歌
、
其
の
理
由
な
き

に
非
れ
ど
も
、
指
し
た
る
素
謡
の
交
書
あ
る
に
も
録
す
、
所
詮
は
こ
れ
康
直
穿
瀧
夫
妻
の
不
和
の
來
す
所
な
る
が
、
現

在
婿
奉
則
は
康
則
の
護
を
得
て
下
司
職
π
る
以
上
、
後
家
の
附
子
の
如
く
、
鞘
町
を
相
立
つ
事
も
先
例
な
き
新
標
な
れ

りぱ
、
在
來
の
如
く
奉
書
を
以
て
諸
職
と
な
す
事
に
決
定
す
べ
し
」
と
の
別
言
宮
蓮
奪
の
御
薦
書
は
承
元
二
年
十
月
五
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

を
以
て
大
威
儀
師
御
房
に
宛
て
、
下
さ
れ
た
り
し
が
、
な
ほ
異
論
異
議
点
出
し
た
り
と
見
え
、
越
え
て
四
年
三
月
廿
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餌

ほ
に
は
、
そ
れ
を
改
め
て
康
刻
の
二
女
大
中
麗
氏
を
以
て
之
に
補
任
す
べ
き
御
受
書
は
出
さ
れ
、
同
年
四
月
六
日
秋
友

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

を
以
て
任
命
す
る
事
に
せ
ら
れ
た
り
。
而
し
て
叢
に
初
め
て
姿
を
現
は
せ
し
李
秋
友
（
明
友
と
も
書
か
る
）
と
は
、
康
則

の
次
女
（
堅
忍
の
妹
）
が
生
み
し
女
の
婿
な
む
事
、
後
出
の
文
書
に
よ
り
て
明
か
に
し
得
た
り
、
郎
ち
康
期
次
女
は
母

妙
蓮
と
心
を
協
し
て
、
其
丈
明
友
を
し
て
樺
利
を
主
張
せ
し
め
、
や
、
成
功
せ
し
も
の
、
如
し
。
か
く
し
て
大
井
荘
の

下
司
職
は
鎌
倉
初
期
に
至
っ
て
奉
期
と
明
友
と
の
間
に
係
孚
を
生
す
る
℃
至
り
し
が
、
そ
れ
が
如
何
に
進
展
す
る
か
に

就
い
て
、
以
下
少
く
擬
察
せ
ん
と
す
Q

　
前
掲
承
元
四
年
三
月
廿
一
四
三
御
駿
書
は
預
所
大
威
儀
師
の
署
名
に
よ
り
て
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
預
所
は
前
掲
承
元

二
年
十
月
五
日
芝
敷
書
の
受
取
入
た
る
大
威
儀
師
と
同
入
に
し
て
、
そ
れ
は
『
東
大
寺
別
面
次
第
』
に
よ
れ
ば
建
仁
二
年

七
月
別
懇
大
僧
正
延
岡
が
其
の
穿
初
に
大
井
庄
預
所
を
法
性
寺
之
房
に
與
へ
し
事
を
明
記
せ
る
そ
の
預
所
を
指
す
も
の

た
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
し
。

　
承
元
四
年
四
月
十
七
日
別
當
滋
奪
の
辮
退
に
つ
い
で
前
法
務
樫
僑
正
成
寳
は
第
九
十
二
代
の
東
大
専
別
當
に
補
任
せ

ら
れ
、
入
月
廿
五
爲
を
以
て
南
都
に
入
）
、
聞
入
臼
舞
堂
を
途
げ
た
り
Q
寺
領
を
預
れ
る
荘
司
の
学
事
は
、
か
、
る
際

に
特
に
新
に
表
面
化
さ
る
、
に
至
る
を
常
と
し
、
殊
に
敗
訴
の
愁
に
努
め
る
側
の
孕
め
に
は
、
絶
好
の
機
會
な
り
Q
さ

れ
ば
大
井
蕪
下
司
職
の
如
き
も
、
郎
ち
こ
の
別
當
交
代
の
機
を
見
逃
さ
や
う
し
が
如
く
、
大
中
臣
奉
刻
は
さ
き
に
寺
家

が
秋
友
を
下
司
職
に
補
任
し
た
り
し
事
の
不
法
を
幕
へ
て
そ
の
改
獲
を
求
め
た
）
し
か
ば
、
新
に
腰
細
た
り
し
拗
修
寺

　
　
　
　
東
大
寺
領
美
濃
醐
大
町
荘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
糊
三
九

（　l15　）



　
　
　
　
東
大
導
領
美
濃
瞬
大
井
嚢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
聾
號
　
　
購
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

儒
正
成
寳
は
舞
堂
の
日
を
以
て
、
奉
副
の
請
を
容
れ
、
彼
に
罫
し
て
下
溝
職
補
任
駿
を
絞
す
る
に
至
り
、
ま
す
く
事

件
を
紛
観
せ
し
む
る
の
端
を
登
せ
う
。

　
〔
註
〕
i
新
撰
美
濃
馬
所
牧
　
2
研
究
竃
第
九
鰻
　
5
新
撰
美
濃
志
所
異
同
縁
東
灘
寺
政
所
補
任
歌
　
¢
後
家
の
串
蔑
が
獅
何
な
る
も
の
な
り
し
や
な
明

　
　
　
か
に
▼
し
得
べ
斗
・
史
斜
に
鋏
く
。
さ
れ
■
ど
も
、
径
…
に
現
に
ろ
㌧
飯
よ
り
繰
梓
弓
す
れ
ば
、
亭
明
友
な
る
も
の
と
奉
期
と
た
赫
赫
に
蛭
ハ
職
た
一
襲
が
し
め
ん

　
　
　
と
す
る
も
の
」
如
し
　
暮
影
篤
本
第
七
溝
、
又
ば
研
究
室
第
九
燐
に
牧
む
　
6
東
京
帝
國
大
事
班
藏
東
大
寺
文
書
及
村
井
氏
爲
本
『
東
大
寺
文
書
』

　
　
　
坤
所
牧
　
7
村
一
井
氏
明
野
『
南
果
覗
八
響
臨
又
書
』
坤
上
牧
　
8
由
果
大
山
守
百
回
土
取
書
記
五
十
山
高
畠
厨
牧
承
一
兀
四
望
†
m
闘
妨
茄
記
入
疑
旧
任
駿

　
然
る
に
大
井
荘
に
熱
し
て
は
、
ま
た
別
の
権
力
者
の
勢
を
及
ぼ
せ
る
も
の
あ
り
。
即
ち
鎌
倉
幕
府
の
支
配
下
に
薦
し

其
の
勢
力
を
沓
景
と
せ
る
地
頭
が
、
本
荘
に
も
閣
駕
す
る
に
至
り
し
事
な
り
。
『
東
大
寺
要
録
』
に
よ
れ
ば
建
久
八
年
六

月
入
日
別
常
態
成
は
幕
府
に
請
ひ
て
大
井
庄
地
頭
職
の
藩
命
を
求
め
た
る
事
あ
）
し
が
．
未
だ
實
現
せ
ざ
り
し
と
見
ゆ
。

當
時
比
企
鋼
官
其
の
地
頭
職
た
り
し
か
ば
、
季
明
友
は
其
の
縁
故
を
辿
り
て
、
下
司
．
職
補
任
の
事
を
鎌
倉
に
訴
ふ
所
あ

b
、
大
井
尼
（
暴
言
の
事
な
ら
ん
）
な
る
も
の
も
ま
た
秘
か
に
下
司
職
の
事
に
画
し
て
、
大
江
廣
元
に
嘆
願
す
る
所
あ
う

淀
り
。
こ
れ
、
蓋
し
、
明
友
へ
の
下
重
職
傳
鎮
を
何
と
か
し
て
確
保
せ
ん
と
す
る
努
力
と
言
ふ
べ
き
な
り
。
然
る
に
幕

府
に
於
て
其
の
串
講
に
就
い
て
審
理
を
遽
げ
、
　
「
這
次
の
地
頭
職
は
既
に
さ
き
に
幕
府
よ
り
之
を
東
大
寺
に
奉
献
し
た

る
も
の
な
る
以
上
、
今
更
ら
し
く
繭
車
の
ロ
入
す
べ
き
も
の
仁
非
す
、
宜
し
く
寺
家
＝
圓
の
土
地
と
し
て
朝
廷
並
び
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

寺
家
に
於
て
、
裁
許
あ
る
べ
き
」
も
の
な
る
事
を
、
或
は
懸
軍
實
朝
の
御
短
章
を
以
て
、
或
は
大
江
延
元
の
名
に
よ
う

（l16）
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ゆ
ひ

て
出
さ
れ
た
る
政
子
の
命
台
を
、
そ
れ
ぞ
れ
寺
家
並
び
に
荘
家
に
傳
へ
た
り
し
か
ば
、
東
大
寺
公
文
所
は
下
文
を
下
し

て
「
早
停
止
明
友
非
論
、
如
元
以
奉
鋼
、
爲
其
職
、
臨
時
恒
例
之
寺
役
、
不
可
警
鐘
観
之
釈
、
所
仰
眼
圧
」
と
し
、
却

っ
て
明
友
の
敗
訴
に
遷
し
た
り
し
が
如
し
り
然
る
に
大
垣
市
吏
所
引
新
撰
美
濃
國
所
股
の
建
暦
元
年
七
月
廿
七
日
東
大

寺
政
所
下
文
に
よ
れ
ば
、
此
時
令
明
友
は
下
司
職
補
任
が
確
保
せ
ら
れ
し
事
を
記
せ
り
。
そ
れ
に
次
で
東
大
寺
軽
業
文

書
第
廿
二
號
燐
牧
の
建
暦
元
年
十
二
月
東
大
寺
政
所
下
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
十
二
月
に
大
中
醗
曽
於
は
改
め
て
大
検
稜

職
に
墓
碑
せ
ら
れ
、
「
永
爲
子
孫
相
傳
之
職
、
他
愛
不
可
禰
交
」
「
，
付
公
私
施
能
治
抽
忠
勤
」
「
會
料
以
下
大
弁
年
貢
雑
事
敢

無
違
飢
可
今
弁
進
旨
専
廻
庄
家
安
堵
之
計
、
彌
爲
寺
家
、
可
致
丁
露
こ
の
四
條
件
を
附
せ
ら
れ
た
b
し
事
を
明
か
に
し

得
。
こ
れ
蓋
し
大
直
撃
、
李
算
氏
の
間
に
於
て
、
下
司
職
と
大
患
稜
職
と
を
和
與
し
だ
り
と
も
見
ら
れ
ざ
る
に
は
非
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

ど
も
、
璽
二
年
正
月
再
び
奉
期
は
「
急
雷
補
諸
職
」
と
し
て
下
司
職
に
任
ぜ
ら
る
、
も
の
め
り
て
、
其
の
關
係
極
め
て
繁

雑
に
し
て
難
解
な
り
。
思
ふ
に
、
恐
ら
く
こ
れ
は
さ
き
に
下
司
職
に
補
任
せ
ら
れ
た
る
明
友
が
、
任
料
を
上
納
せ
ざ
う

し
か
、
或
は
他
に
何
等
か
の
理
由
の
あ
る
に
よ
b
て
、
明
友
は
折
角
下
司
職
に
補
任
せ
ら
れ
し
に
も
拘
ら
す
、
叢
に
改

易
せ
ら
れ
反
謝
側
の
奉
則
が
、
改
め
て
任
命
さ
れ
し
も
の
と
解
し
得
べ
き
に
走
る
か
◎
而
し
て
奉
鋼
も
ま
た
、
其
後
一

蒔
其
の
職
を
去
り
た
り
し
が
、
次
代
の
瀦
當
定
範
の
時
、
奉
職
の
下
司
職
は
重
代
相
傳
職
た
る
の
故
を
以
て
奉
則
に
還

回
せ
ら
れ
た
り
し
は
、
建
保
六
年
九
月
五
臼
な
り
と
す
。

　
〔
識
〕
　
1
東
大
毒
要
簸
巻
一
及
研
究
早
舞
十
束
　
2
東
大
寺
要
録
巷
一
　
5
研
究
釜
幾
十
雛
　
4
・
東
大
寺
百
谷
丈
欝
策
甘
二
號
所
牧
東
大
寺
政
所
下
丈

　
　
　
　
束
大
寺
領
美
濃
國
大
弁
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
雀
　
第
三
號
　
　
四
四
一

（　117　）



東
大
寺
硬
美
濃
醗
大
島
隠

集
十
七
巻
　
難
癖
號
　
　
脳
附
二

　
承
久
役
は
公
武
が
そ
れ
《
＼
の
地
位
と
豆
飯
と
を
賭
し
て
の
圓
雫
た
り
し
だ
け
に
、
其
の
勝
敗
の
影
響
す
る
所
も
、

全
國
的
に
し
て
且
つ
総
膿
的
な
り
し
な
り
。
承
久
三
年
七
月
骨
六
鑓
幕
府
は
箪
く
も
戦
役
の
鋤
功
行
賞
に
虚
し
て
沙
汰

す
る
所
あ
b
。
政
府
に
於
て
も
、
廿
無
銭
附
を
以
て
、
東
大
寺
以
下
の
説
寺
領
荘
園
に
醤
す
る
武
士
の
猿
籍
を
停
止
す
べ

き
事
を
、
諸
正
々
司
に
命
じ
、
其
の
仔
細
を
東
大
寺
に
も
通
達
し
來
り
、
そ
の
中
に
東
大
寺
鎮
二
十
三
箇
所
を
注
記
せ

　
　
　
　
　
D

る
も
の
あ
る
が
大
弁
蕪
も
亦
、
其
中
に
含
ま
る
、
を
見
る
。
乍
併
、
大
弁
荘
は
、
此
時
下
潤
大
中
臣
奉
剣
の
言
置
よ
ろ

し
き
を
得
だ
る
た
め
に
、
幕
府
に
没
下
せ
ち
る
、
事
も
な
く
、
寺
領
と
し
て
寺
家
の
手
に
安
全
に
逼
り
し
を
以
て
、
東

大
寺
は
同
年
十
月
日
預
所
の
下
交
を
以
て
「
去
餓
逆
之
間
、
偏
依
塾
則
等
計
候
、
御
庄
安
穏
盲
嚢
、
不
及
子
細
、
錐
可

行
不
次
鋤
賞
、
無
指
扇
宜
し
を
以
て
下
命
本
荘
よ
り
寺
家
に
提
言
し
つ
、
あ
り
し
「
新
夫
代
絹
」
を
奉
期
に
永
代
下
附
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

其
の
所
得
と
す
べ
き
事
を
下
知
し
て
大
に
彼
を
賞
せ
り
。
『
東
大
寺
別
鴬
次
第
』
に
よ
れ
ば
、
さ
き
に
法
性
寺
之
房
に
渡

さ
れ
し
大
井
荘
預
所
職
は
承
久
四
年
四
月
に
難
点
に
還
任
せ
ら
れ
し
製
法
愚
僧
正
成
寳
の
任
中
に
、
別
相
客
の
由
を
辮

し
て
宣
旨
を
賜
ひ
．
法
性
寺
之
房
の
手
よ
り
移
さ
れ
て
上
玉
院
に
寄
附
せ
ら
れ
し
も
、
次
の
別
當
道
．
奪
の
時
に
、
ま
た

上
願
院
の
手
よ
り
奪
は
れ
て
、
そ
れ
を
寺
務
に
返
附
せ
ら
れ
し
事
を
記
せ
h
b

　
そ
の
事
に
許
し
て
は
、
次
の
事
を
知
る
必
要
あ
り
。
師
ち
歳
寺
鎮
の
監
理
の
方
法
と
し
て
、
寺
趾
の
所
領
は
、
一
肚

一
寺
の
金
部
が
そ
の
ま
、
に
一
個
の
集
麗
と
な
り
、
そ
の
カ
に
よ
り
て
、
就
寺
領
全
部
を
統
制
す
る
も
の
に
許
す
し

（　llS）



て
、
寺
院
な
ら
ば
其
の
塔
頭
に
、
紳
魁
な
ら
ば
そ
の
認
証
の
仲
間
に
、
一
荘
叉
は
数
荘
の
監
理
権
を
附
軽
し
、
以
て
責

任
を
帯
び
て
統
御
す
べ
き
領
地
を
配
分
せ
し
も
の
に
し
て
、
そ
の
責
任
者
を
預
所
と
総
し
た
る
を
、
通
例
と
す
る
所
な

り
。
そ
の
事
に
就
て
は
既
に
吾
人
の
別
に
論
ず
る
所
あ
り
た
り
し
か
ば
、
今
は
詳
説
を
須
ゐ
ざ
る
べ
ぎ
も
、
今
の
場
合
、

叢
に
見
は
る
、
預
所
の
如
き
は
即
ち
そ
の
適
例
に
し
て
、
…
時
点
願
院
等
の
手
に
博
せ
し
も
の
を
、
急
心
安
貞
の
時
代

の
土
遊
滋
奪
が
、
そ
れ
を
再
び
寺
務
の
手
に
復
せ
し
も
の
と
解
す
べ
し
。
さ
れ
ば
道
奪
は
今
後
「
東
大
寺
欝
欝
に
し
て
且

つ
大
井
荘
預
所
た
り
し
も
の
な
り
。
從
っ
て
そ
の
別
當
欝
欝
の
日
、
安
貞
二
年
七
月
廿
七
日
に
、
本
荘
の
下
司
職
を
改

　
　
　
　
　
　
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

め
，
て
大
中
臣
昏
乱
に
安
堵
し
て
、
、
問
題
を
後
に
残
さ
ざ
ら
ん
と
せ
り
。
而
し
て
そ
の
滋
奪
の
掌
中
に
あ
り
し
預
所
職
は

此
の
時
木
工
椹
助
惟
宗
朝
臣
な
る
俗
人
に
虚
し
た
り
と
見
え
、
大
井
荘
下
司
職
に
毒
す
る
惟
宗
朝
臣
の
下
文
は
、
寛
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

三
年
六
月
六
日
を
以
て
、
症
官
住
民
等
に
下
さ
れ
た
り
き
。

　
か
く
て
久
し
く
係
輪
中
な
り
し
下
司
職
は
、
大
中
臣
奉
刻
に
安
堵
さ
れ
、
蕪
家
や
、
静
譲
に
饗
し
た
る
が
如
く
見
え

し
も
、
幾
程
も
な
く
し
て
再
び
奉
則
と
平
明
友
と
の
間
に
、
論
課
は
惹
起
さ
る
、
に
至
れ
り
。
國
史
研
究
室
所
藏
東
大

寺
文
書
中
に
、
後
葉
を
峡
け
る
を
以
て
何
年
の
略
の
な
る
や
を
明
か
に
し
得
ざ
る
一
蓮
の
勘
串
歌
あ
）
。
そ
の
発
頭
に

「
右
被
　
北
白
河
止
血
旨
俗
…
…
…
」
の
文
あ
る
を
以
て
、
智
慮
元
年
七
月
十
一
H
以
後
嘉
頑
四
年
十
月
三
日
以
前
の
も

の
た
る
は
疑
な
く
、
丈
意
よ
り
す
れ
ば
、
寛
喜
末
年
の
も
の
と
す
べ
き
が
如
し
Q
而
し
て
そ
の
中
に
今
年
三
月
廿
三
日

の
問
注
記
な
る
も
の
を
引
用
せ
）
、
曰
く
、
「
駿
圓
（
雫
明
友
の
萢
名
）
に
問
ふ
て
曰
く
、
奉
則
の
訴
駿
に
よ
れ
ば
、
抑
々

　
　
　
．
　
東
大
専
領
美
濃
餌
大
井
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
四
三
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東
大
寺
領
美
濃
國
聯
弾
荘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嬢
牽
七
魯
　
策
三
號
　
　
臨
事
事

応
仁
は
、
年
期
の
先
灘
荒
野
を
開
狡
し
て
東
大
寺
の
御
領
に
寄
進
し
た
る
も
の
に
し
て
、
庄
を
得
て
よ
う
既
に
四
百
年

除
を
経
た
る
も
の
な
る
が
、
下
司
職
は
寄
逡
の
常
盤
よ
今
年
籍
の
今
に
至
る
ま
で
．
大
中
臣
氏
が
簿
領
す
る
事
既
に
入

代
に
及
び
、
一
代
も
他
姓
を
相
交
ゆ
る
事
な
し
，
然
る
に
奉
躍
の
父
糞
壷
の
と
き
に
、
女
兇
の
み
と
な
り
相
績
す
べ
き

男
兜
な
き
に
至
り
し
か
ば
、
心
内
の
そ
の
父
期
綱
の
言
は
く
、
康
則
の
含
孟
宗
口
の
妻
、
目
下
懐
雄
中
な
れ
ば
、
そ
の

生
る
、
幼
兜
に
し
て
も
し
男
兇
な
ら
ば
、
康
則
の
猫
子
と
し
て
そ
れ
に
下
司
．
職
を
相
績
せ
し
む
べ
し
と
、
想
定
す
る
所
、

宗
□
の
妻
は
父
の
所
存
に
違
は
す
し
て
男
子
を
出
生
せ
し
か
ば
、
聯
の
加
護
と
悦
び
、
生
後
廿
H
頃
よ
り
引
取
り
て
養
育

し
、
實
子
に
異
ら
ざ
る
愛
撫
を
加
へ
し
が
（
以
下
映
）
し
と
あ
り
。
そ
の
文
書
は
以
上
の
程
度
に
首
部
僅
か
に
存
す
る
の
み

に
し
て
、
全
豹
を
窺
ふ
能
は
ざ
れ
ど
も
、
奉
期
の
随
意
に
言
へ
る
四
百
年
と
い
ひ
入
代
と
い
ふ
事
に
も
多
少
の
矛
盾
は
あ

る
如
け
れ
ど
も
隔
備
付
が
康
期
の
實
子
に
非
る
べ
き
事
を
察
知
し
得
べ
く
、
か
く
て
奉
職
に
傳
は
り
し
も
の
が
準
明
友

に
も
傳
は
る
に
至
り
し
経
路
を
暗
獣
の
裡
に
暗
示
す
る
も
の
、
伏
在
す
る
は
、
看
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
事
な
り
と
す
Q

　
其
の
後
更
に
複
雑
な
る
關
係
を
生
じ
た
り
Q
即
ち
寳
治
元
年
七
月
廿
広
田
に
至
り
て
、
下
　
可
職
は
、
新
に
百
帖
袈
裟

を
貢
納
す
べ
き
新
字
件
を
提
鵠
し
て
、
補
導
を
要
求
せ
し
左
舞
門
事
た
り
し
言
光
（
入
道
し
て
、
後
に
實
圓
と
い
ふ
）
に

輿
へ
ら
れ
だ
り
、
言
光
と
は
脳
友
の
子
な
り
Q
さ
れ
ば
昔
九
β
に
は
新
任
下
司
職
露
光
の
請
交
は
印
藏
に
納
め
ら
る
、

　
　
　
　
の

ま
で
に
及
び
、
更
に
入
月
十
五
田
東
大
寺
年
預
所
は
下
文
を
大
井
荘
官
百
姓
等
に
下
し
、
前
下
司
三
期
は
亡
命
に
癒
せ

す
、
不
忠
を
以
て
事
と
な
す
故
に
、
相
傳
の
交
書
を
捧
げ
て
以
て
新
補
を
求
め
し
言
為
を
改
補
し
た
り
、
然
る
に
奉
則

（鷺。）



な
ほ
好
謀
不
敵
を
企
つ
る
は
、
こ
れ
偏
へ
に
寺
門
を
忽
諸
に
な
す
の
所
以
な
り
、
故
に
謹
言
は
宜
し
く
庄
内
を
追
写
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

く
、
も
し
庄
官
百
姓
に
し
て
彼
に
同
心
す
る
輩
あ
ら
ば
、
交
名
を
注
進
す
べ
き
も
の
な
る
を
命
じ
た
り
し
が
、
さ
り
と
て

そ
の
實
行
は
な
か
く
に
癖
易
の
事
に
饗
す
、
庄
内
に
も
奉
則
に
同
心
し
、
新
下
司
言
光
を
悦
ば
ざ
る
も
の
ま
だ
多
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

し
は
察
す
る
に
足
る
べ
く
、
同
月
廿
六
田
殆
ん
ど
同
機
の
年
預
所
下
交
は
出
さ
れ
た
り
。
こ
れ
蓋
し
言
光
は
何
等
か
の
好

條
件
を
申
出
し
て
、
奉
則
よ
り
下
司
職
を
薙
取
せ
ん
と
し
て
成
功
せ
し
も
の
な
ら
ん
。
然
る
に
建
長
元
年
五
月
六
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

は
東
大
寺
政
所
は
不
思
議
に
も
奉
則
を
以
て
下
司
職
に
還
任
し
、
同
三
年
八
月
十
八
日
に
は
学
則
の
譲
に
任
せ
て
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

嫡
子
期
親
を
以
て
下
司
職
に
補
穫
す
べ
き
補
任
斌
を
出
し
た
り
Q
賢
治
以
來
建
長
に
至
る
精
子
き
寺
家
の
態
度
の
豹
愛

ば
・
別
嘗
交
替
の
際
に
は
よ
く
狡
帰
す
み
所
の
現
象
な
れ
ど
も
、
東
大
寺
の
此
の
際
は
、
第
百
…
代
法
印
梅
大
儒
都
定
　
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

親
の
治
両
中
に
蒼
し
、
別
當
交
替
を
以
て
解
く
事
能
は
す
。
さ
れ
ば
恐
ら
く
寳
治
元
年
新
補
の
言
光
が
嵩
置
に
賊
惑
さ

れ
し
寺
家
が
、
其
の
申
出
を
信
用
し
て
焔
光
に
改
補
し
点
り
し
も
、
焔
光
は
就
任
の
後
に
於
て
は
、
さ
き
に
提
出
せ
し

條
件
を
遊
行
せ
ん
と
も
せ
す
、
寺
家
の
要
望
も
馬
耳
東
風
と
聞
き
流
せ
し
を
以
て
、
儒
か
れ
だ
り
し
を
悟
り
し
寺
家
に

於
て
、
再
び
僖
の
如
く
則
親
を
探
青
し
、
欝
光
の
不
信
に
挺
せ
し
も
の
と
解
す
る
を
要
當
な
b
と
す
べ
き
が
如
し
。

　
若
し
果
し
て
以
上
の
如
し
と
す
れ
ば
、
折
角
さ
き
に
補
任
状
ま
で
も
得
た
る
配
光
と
し
て
は
、
こ
の
ま
》
に
し
て
手

を
掻
き
得
べ
き
事
に
非
ざ
れ
ば
、
苦
意
の
結
果
、
事
の
次
第
を
朝
廷
側
に
申
幽
て
其
の
助
力
を
得
ん
と
し
、
後
嵯
峨
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勒

の
院
臆
に
訴
願
し
て
そ
の
院
宣
を
下
賜
さ
れ
し
が
、
幸
に
も
交
癒
元
年
七
月
十
七
日
第
百
二
代
別
面
法
印
大
難
都
宗
性

　
　
　
　
東
大
寺
領
美
濃
鱒
大
井
霊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
懲
　
第
三
號
　
　
四
四
五



　
　
　
　
宙
加
大
一
守
領
鳩
鯉
濃
m
囲
大
井
耽
騨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
十
・
七
榔
轡
　
第
一
二
號
’
　
、
四
閃
門
山
ハ

の
改
任
せ
ら
る
、
に
際
會
せ
し
か
ば
、
其
の
黒
馬
の
寺
務
と
し
て
言
光
の
希
望
は
蓬
せ
ら
れ
、
下
司
職
に
再
び
還
補
せ

　
　
　
　
　
　
功

ら
る
、
に
至
れ
り
。
事
態
如
此
く
に
進
展
す
れ
ば
、
そ
れ
に
嘱
し
て
饗
策
を
講
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
大
中
臣
期
親
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潟

し
て
、
彼
は
事
件
を
六
波
羅
に
持
ち
轡
し
、
其
の
支
持
を
得
ん
と
し
、
更
に
鎌
倉
幕
府
に
も
事
の
仔
細
を
鰯
れ
串
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燭

か
ば
、
幕
府
は
弘
長
元
年
八
月
入
H
北
方
六
波
羅
探
題
北
條
時
茂
に
宛
て
、
御
澱
書
を
下
し
、
則
親
・
言
光
傷
者
の
係

箏
は
、
滋
理
に
任
せ
て
．
本
所
に
於
て
成
敗
あ
る
べ
き
も
の
な
る
事
を
注
意
し
、
御
家
人
の
關
出
せ
ざ
る
土
地
に
毒
す
る

論
雫
は
、
す
べ
て
本
勝
側
の
成
敗
た
る
べ
一
幕
府
の
口
入
す
べ
き
に
非
す
と
す
る
㍊
法
の
叡
旨
を
固
守
せ
り
。
惟
ふ
に

幕
府
が
此
種
土
地
問
題
に
容
証
せ
ざ
る
べ
き
は
頼
朝
以
來
の
大
法
た
る
と
共
に
、
近
く
湖
定
せ
ら
れ
し
貞
永
式
爵
に
も

明
記
す
る
所
に
し
て
、
則
親
の
之
を
知
ら
ざ
る
筈
な
き
に
も
拘
ら
す
、
敢
て
六
波
羅
及
び
鎌
倉
の
支
援
を
求
め
し
も
の

は
、
他
な
し
別
議
定
親
の
幕
府
と
の
爾
係
を
辿
り
し
も
の
に
非
る
か
。
郎
ち
仁
治
二
年
正
月
以
豊
漁
百
一
代
の
別
當
た

り
し
法
印
権
大
俗
都
営
親
は
、
嘗
て
寛
喜
元
年
六
月
魔
羅
費
治
元
年
六
月
三
浦
泰
村
の
事
に
縁
坐
す
る
ま
で
鶴
岡
八
幡

宮
寺
肚
務
職
た
り
し
入
な
れ
ば
、
案
外
に
幕
府
に
接
鰯
を
有
す
る
仁
な
り
と
云
ふ
べ
く
そ
の
關
係
を
手
頼
り
て
六
波
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ぞ

及
び
關
東
に
ま
で
問
題
を
波
及
せ
し
め
し
に
非
る
か
。
さ
れ
ば
彼
に
代
り
て
別
鳶
職
た
り
し
第
百
二
代
の
雨
性
が
、
左

衛
門
三
法
光
の
巾
毘
を
易
々
と
し
て
承
認
し
た
り
し
所
以
も
、
ま
た
鷹
氣
な
が
ら
了
解
し
得
る
所
あ
る
べ
き
な
り
。

　
言
光
を
庇
護
し
た
り
し
別
律
宗
性
は
、
弘
長
三
年
鋤
修
寺
僧
正
と
言
は
れ
し
前
法
務
大
僧
正
垂
墓
に
職
を
譲
れ
り
。

ぞ
し
て
鶏
親
の
た
め
に
葱
、
・
・
れ
た
苦
界
麺
薄
れ
り
。
さ
れ
ば
　
晃
の
譲
を
得
た
ゑ
劉
馬
守
行
若
子
騨
帥

（　IL），2　）



捻
巳
繁
左
ま
た
後
嵯
峨
院
の
院
宣
を
得
て
下
司
職
に
点
せ
ら
れ
た
り
し
を
以
て
、
期
首
は
大
に
之
に
蜀
抗
せ
ん
が
た
め
に

相
老
交
書
謹
文
類
を
帯
し
て
、
院
に
仔
細
を
奏
聞
す
る
に
至
れ
り
。
院
靡
に
於
て
も
如
何
と
も
す
る
事
能
は
ざ
る
を
以

て
、
先
づ
院
宣
を
下
愚
れ
、
事
件
の
淵
底
を
尋
ね
究
め
、
滋
理
に
任
せ
て
成
敗
あ
る
べ
き
由
を
巾
渡
さ
れ
た
b
O
蕪
に
於

て
寺
家
は
双
方
を
召
し
て
醤
決
せ
し
め
し
が
、
期
親
の
串
歌
に
よ
れ
ば
「
親
父
奉
戴
は
そ
の
養
父
康
期
の
譲
を
受
け
た

る
も
の
な
る
が
、
康
則
の
死
後
、
其
の
後
家
妙
蓮
は
そ
の
女
子
等
の
語
を
得
て
、
奉
期
の
預
け
置
き
し
手
業
謹
美
馬
を

抑
留
し
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
彼
女
の
二
女
－
幽
光
の
外
瓶
母
に
當
る
一
に
護
興
し
以
て
非
才
の
論
を
致
せ
し
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
承
元
年
中
よ
り
代
々
辮
じ
置
き
し
所
に
し
て
、
且
つ
多
方
に
所
有
す
る
謹
厳
に
明
白
な
り
」
と
言
へ
り
。

　
そ
れ
に
謝
す
る
三
光
の
里
余
は
「
康
鋼
、
臨
終
の
と
き
、
す
べ
て
は
後
家
（
妙
蓮
）
の
以
た
る
べ
き
を
逡
写
し
た
り

し
を
以
て
、
奉
期
に
は
不
調
法
の
子
細
あ
り
し
か
ば
、
後
家
は
そ
れ
ら
を
二
女
に
罵
り
攣
れ
り
、
康
則
、
出
掛
に
譲
ら

ざ
り
し
も
の
な
る
事
は
後
家
譲
状
に
も
分
明
な
り
」
と
言
へ
る
も
の
あ
れ
ど
も
、
東
大
寺
公
文
の
判
定
す
る
所
に
よ
れ

ば
、
「
も
し
後
家
に
し
て
當
職
を
進
退
す
べ
き
出
の
、
康
則
の
遺
言
が
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
何
ぞ
其
事
を
文
書
に
書
き

て
後
家
に
與
へ
ざ
り
し
や
Q
其
の
…
黙
に
頗
る
不
審
の
断
る
所
な
り
、
且
承
元
五
年
三
月
十
二
日
の
問
注
記
に
よ
れ
ば
、

工
期
が
康
期
の
譲
状
を
得
た
る
事
は
、
後
家
妙
蓮
も
既
に
之
を
認
む
る
駈
、
ま
た
康
則
存
生
の
時
に
護
状
を
聖
女
一

嫡
女
の
生
む
所
に
し
て
奉
期
の
妻
と
な
り
し
も
の
～
に
輿
へ
し
事
も
明
か
に
し
て
、
其
事
は
既
に
領
家
の
里
預
に
も

入
り
、
寺
家
よ
り
は
安
堵
の
御
下
文
を
奉
則
に
賜
は
り
濁
る
も
の
な
う
。
故
に
後
家
の
申
す
孫
女
（
後
家
の
次
女
大
中

　
　
　
　
東
大
寺
頒
美
濃
鮒
大
井
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
右
巻
　
第
「
三
號
　
　
四
四
七

（　12bi　）



　
　
　
　
東
大
寺
領
美
濃
國
大
捧
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
十
七
巷
　
単
三
號
　
　
悶
購
入

臣
氏
の
産
み
し
女
、
即
ち
李
聡
友
の
妻
）
へ
の
譲
歌
を
逡
覧
す
べ
き
を
言
光
に
肉
附
け
し
も
、
今
に
何
等
の
提
出
す
る

所
な
く
、
か
く
て
は
其
の
熱
す
詞
と
交
書
の
讃
左
と
符
含
ぜ
す
◎
…
…
…
然
ら
ば
、
期
親
の
申
駿
、
其
の
謂
な
き
に
非

す
、
早
く
言
光
の
非
論
を
止
め
、
期
親
を
し
て
元
の
如
く
下
司
職
た
ら
し
む
べ
し
」
と
し
、
説
文
元
年
卯
月
肝
入
日
下

鞠交
を
下
し
て
厳
親
を
下
司
職
に
任
じ
、
且
康
期
の
跡
を
領
知
せ
し
め
、
年
貢
以
下
恒
例
臨
時
の
課
役
を
解
怠
な
く
弁
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
絢

す
べ
し
と
し
た
り
し
か
ば
、
東
大
寺
政
所
も
そ
れ
に
倣
ひ
て
御
払
書
を
出
し
、
下
司
職
を
期
親
に
安
堵
し
、
事
の
仔
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

を
六
波
羅
北
條
墨
黒
に
報
告
し
、
時
蔑
か
ら
は
五
月
三
日
に
、
東
大
寺
か
ら
は
五
月
八
H
に
、
事
の
結
果
を
新
藤
庄
司

三
郎
と
言
は
る
～
則
親
に
傳
達
し
た
り
。
さ
れ
ば
則
親
の
凝
す
所
は
理
の
空
然
と
し
て
勝
利
を
得
た
り
と
言
へ
、
そ
の

陰
に
椅
と
？
蓑
の
カ
の
鶴
・
を
叢
し
得
べ
し
・
　
　
　
　
　
　
　
働

　
第
百
三
代
東
大
寺
別
當
た
り
し
監
修
寺
の
儒
正
聖
基
に
代
り
て
、
醍
醐
寺
座
主
法
務
樺
大
僧
正
定
濟
に
、
東
大
寺
別

當
の
宣
下
あ
り
し
は
文
永
四
年
四
月
影
響
臼
の
事
な
り
。
こ
れ
ま
た
大
弁
荘
下
司
職
を
相
等
へ
る
言
光
と
し
て
は
、
則

親
に
代
り
得
べ
き
機
會
の
到
來
を
思
は
す
ん
ば
古
す
。
而
し
て
言
光
は
、
既
時
入
道
し
て
肥
前
入
道
實
圓
と
忽
せ
し
が
、

奨
の
機
會
を
掴
む
事
を
決
し
て
忘
れ
ざ
り
き
。
邸
ち
實
圓
は
響
き
に
寳
治
元
年
七
月
に
、
從
來
の
下
司
ど
し
て
出
す
べ

き
乃
貢
の
外
に
、
百
帖
袈
裟
を
學
侶
中
に
献
ず
べ
き
由
を
逸
出
し
て
満
寺
の
評
議
を
得
、
以
て
下
司
職
に
任
命
さ
れ
た

り
し
か
の
薔
例
を
申
出
し
．
改
め
て
下
司
職
に
還
燃
せ
ら
る
れ
ば
、
馬
槽
以
下
の
進
納
す
べ
て
先
例
を
守
る
べ
し
と
せ

し
か
ば
、
衆
徒
は
群
議
を
加
へ
、
現
下
司
則
親
が
、
と
か
く
武
威
を
募
り
寺
家
を
蔑
如
し
、
荘
家
に
於
て
非
法
を
行
ひ
、



年
貢
の
蓮
上
は
期
限
を
重
れ
、
法
會
の
料
絹
は
逐
年
粗
悪
品
を
以
て
す
る
所
以
の
も
の
は
、
要
す
る
に
前
任
別
當
が
寺
門

の
評
議
に
か
け
す
、
た
や
武
家
の
国
入
あ
り
と
逸
し
て
淵
底
を
究
め
ざ
り
し
に
よ
る
も
の
な
れ
ば
、
今
は
そ
の
前
の
制
定

を
改
め
て
言
光
を
以
て
手
職
に
補
任
す
べ
し
と
し
、
百
帖
の
安
総
髪
料
一
注
油
五
疋
一
は
毎
年
倶
含
辮
講
以
前
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珊

　
一
月
中
に
年
預
所
に
ま
で
性
愛
す
べ
き
事
を
條
件
と
し
て
下
司
職
を
言
光
に
宛
行
ひ
た
り
。
弘
長
二
年
六
月
中
五
田
の

事
な
り
。
其
の
宛
行
状
の
中
に
、
土
量
は
天
役
と
帰
し
て
｛
蕪
に
不
當
の
課
役
を
企
て
、
地
の
利
を
掠
め
取
り
、
百
姓
を
櫛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

囁
癒
せ
し
め
し
事
を
記
せ
る
も
の
あ
り
、
ま
た
文
永
七
年
四
月
日
の
東
大
寺
政
所
下
文
に
よ
れ
ば
、
鮒
親
は
下
司
職
を
質

物
に
麗
き
し
事
を
も
言
へ
り
、
量
れ
ら
の
剛
親
の
無
法
な
る
行
爲
は
別
に
敢
て
異
と
す
る
に
當
ら
ざ
れ
ど
も
、
其
の
間
の

毒
事
事
墜
釜
曲
譜
華
華
司
鶴
菊
叢
警
・
詳
細
に
記
述
薯
の
豊
後
の
必
鵡

も
あ
る
事
な
れ
ば
、
そ
の
意
を
摘
録
せ
ん
に
、
「
期
親
は
此
の
時
、
そ
の
下
司
職
を
称
法
橋
里
馬
な
る
も
の
に
醤
し
て
質

．
思
し
た
る
事
あ
り
、
そ
の
筆
意
秀
は
質
入
期
限
既
に
経
過
せ
し
を
以
て
、
之
を
取
流
す
べ
し
と
云
0
、
謬
説
は
其
の
猶

除
を
乞
ひ
、
相
互
よ
り
の
議
論
は
相
嵩
じ
、
絡
に
慶
秀
は
そ
の
質
入
さ
れ
居
る
贋
物
の
田
を
苅
り
藷
粥
を
働
き
私
合
戦

に
ま
で
及
び
し
か
ば
、
双
方
と
も
に
關
束
に
召
さ
れ
て
、
流
罪
に
属
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
し
と
言
へ
り
。
而
し
て
今

後
に
現
は
る
、
下
司
職
管
領
の
上
地
支
配
の
中
に
、
論
難
跡
名
田
畠
十
三
導
入
掌
大
九
歩
な
る
も
の
見
ゆ
（
例
へ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

建
治
二
年
十
二
月
日
沙
彌
實
圓
所
職
名
田
篭
工
の
如
き
）
、
相
論
の
一
方
の
世
事
者
た
り
し
林
法
橋
銀
字
の
所
有
地
も
没

牧
せ
ら
れ
、
下
司
職
の
得
分
中
に
加
へ
ら
れ
し
と
解
す
べ
き
が
如
し
。

　
　
　
　
　
凍
大
寺
額
莫
濃
齪
大
非
荘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
四
九



　
　
　
　
　
東
大
寺
領
美
濃
國
大
井
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傍
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
園
主
〇

　
則
親
の
か
、
る
失
脚
は
、
當
然
に
實
圓
の
勝
．
利
を
導
き
、
沙
彌
實
圓
に
謝
す
る
下
司
職
の
補
任
は
、
文
永
四
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

日
東
大
寺
政
所
下
文
に
て
確
認
せ
ら
れ
、
四
月
廿
七
H
附
の
別
當
御
諸
書
は
預
所
に
宛
て
ら
れ
、
同
旦
急
所
は
下
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ロ

以
て
補
任
状
を
寓
し
、
別
に
定
憲
の
奉
書
を
以
て
肥
前
入
道
實
圓
に
施
行
せ
ら
れ
、
　
一
時
事
件
は
落
著
し
た
り
。

　
　
〔
註
〕
1
東
大
寺
要
錐
巷
二
　
2
東
大
寺
百
巻
文
書
集
骨
下
図
　
3
下
上
　
婆
伺
上
　
5
研
究
室
第
九
班
析
牧
寳
漕
元
年
七
鍔
骨
董
a
戦
行
書
人
法
橋
誰

　
　
　
　
懸
案
　
6
百
巻
交
書
第
十
四
號
　
7
影
翁
本
第
七
燈
及
研
究
室
策
十
燈
　
8
百
巷
笹
書
第
膏
二
號
　
9
詞
上
第
嘉
日
號
　
1
3
筒
井
英
俊
氏
厨
藏
丈

　
　
　
　
書
正
元
元
年
七
月
十
二
日
由
果
大
検
甥
滋
品
御
教
摺
出
　
一
－
h
両
翼
　
　
欝
研
究
室
第
十
冊
…
正
一
兀
二
年
一
一
一
月
轟
ハ
n
口
北
條
時
茂
書
歌
　
15
@　

､
究
察
　
第
十
・
燈
　
14

　
　
　
　
｝
重
罪
下
文
書
面
昂
｝
五
十
↓
臨
席
所
向
い
　
婚
寵
塀
貿
廻
本
第
七
滞
用
　
綿
山
猫
工
商
一
襲
十
冊
燗
　
佃
冠
瀦
口
上
　

藩
閥
一
上
　

1
9
紳
伺
乱
鳳
蝶
所
藏
↓
又
書
丈
・
永
五
年
正
月
冊
【
閃
回
日
東
大

　
　
　
　
寺
衆
徒
宛
行
歌
、
厩
の
宛
行
難
の
申
に
「
就
中
、
鎌
倉
二
品
家
之
時
、
於
當
庄
下
司
職
者
、
不
能
口
入
、
可
爲
寺
家
之
戊
敗
之
由
、
被
出
遽
文
畢
」
と

　
　
　
　
い
ふ
’
旬
あ
り
。
轡
ハ
ほ
こ
れ
に
建
暦
元
年
に
あ
り
し
地
頭
職
の
事
な
り
（
東
大
寺
要
簸
巷
一
…
）
立
っ
て
降
口
聴
は
既
に
汲
置
死
後
の
舘
T
に
隅
閥
し
、
二
品
家

　
　
　
　
の
禰
目
時
と
㎞
μ
曽
R
へ
静
さ
る
も
、
そ
れ
“
他
か
く
知
り
っ
㌧
巧
み
に
利
階
川
ぜ
る
夙
に
．
、
注
説
舷
為
冊
ズ
す
　
器
百
H
巷
丈
書
第
し
T
山
口
號
　
雛
研
究
室
第
九
紐
　
雅

　
　
　
　
胃
H
巷
文
堂
萄
第
七
十
凱
難
脳
及
榊
耕
自
門
誕
第
十
一
冊
…
に
牧
む
　

％
樹
頭
総
〕
血
書
第
十
一
献
號
　

腿
隔
円
上
　

25
S
巷
山
壁
書
第
十
二
號

（　12fi　）

翻

　
文
永
十
年
十
二
月
昔
五
日
東
寺
｝
長
者
大
儒
正
道
融
は
．
定
濟
に
次
い
で
第
百
五
代
の
別
鳶
職
を
襲
ひ
た
り
。
沙
彌

實
圓
は
い
よ
い
よ
奉
公
の
忠
を
致
し
て
所
職
の
確
保
に
努
力
し
、
（
一
）
倶
含
欝
講
の
捧
物
と
し
て
袈
裟
絹
百
帖
i
一
見

絹
廿
七
疋
四
聖
と
の
細
註
あ
り
、
　
一
疋
は
入
丈
を
普
通
と
す
る
を
以
て
椿
堂
す
れ
ば
二
百
昔
丈
と
な
る
一
を
備
進

し
（
二
）
毎
年
手
写
・
曾
田
樂
の
装
束
料
を
出
し
、
r
文
永
五
年
以
家
、
別
に
百
帖
の
袈
裟
絹
を
奉
）
、
文
永
九
年
前
寺
務

の
た
め
に
掠
取
さ
れ
し
分
を
辮
署
す
る
等
を
條
件
と
し
て
、
大
に
寺
門
の
た
め
に
解
す
事
一
再
に
非
ざ
り
し
か
ば
、
新



急
撃
は
、
交
響
十
一
年
二
月
日
宛
行
歌
を
等
し
て
實
圖
の
下
司
．
職
を
安
堵
し
、
併
せ
て
樹
立
前
司
行
澄
を
以
て
易
へ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

と
す
る
前
寺
務
の
非
慷
を
指
摘
し
、
引
書
き
て
鶉
山
院
は
院
宣
を
以
て
急
登
の
下
司
職
を
承
認
し
給
ひ
、
言
光
の
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

は
暫
く
安
固
に
蹄
せ
り
、
蒔
に
建
治
二
年
な
り
。
其
後
に
於
て
も
建
治
二
年
十
二
月
廿
嚇
ほ
東
南
院
の
僧
正
鳳
梨
が
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

當
に
任
せ
ら
れ
し
後
に
於
て
、
建
治
三
年
六
月
及
び
弘
安
二
年
八
月
に
安
堵
せ
ら
れ
、
弘
安
四
年
三
月
安
鮮
寺
僑
正
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寳
に
中
落
宣
下
の
後
に
嘗
て
は
同
年
七
月
に
、
ま
た
同
年
入
月
拗
修
寺
長
吏
僧
正
勝
信
出
任
の
後
は
、
同
年
十
月
に
、

そ
れ
み
＼
安
堵
状
を
得
て
、
置
酒
の
樺
利
を
確
保
し
把
持
し
つ
、
あ
り
淀
り
し
が
、
さ
れ
ば
と
て
、
下
司
職
を
保
持
す

る
事
が
、
必
ず
し
も
彼
等
の
生
活
の
安
全
を
意
味
せ
ざ
り
し
と
見
え
、
建
治
二
年
十
二
月
廿
五
日
、
沙
彌
實
圓
は
惟
宗

氏
女
業
署
し
て
、
蕩
重
代
程
の
解
毒
露
⊥
…
）
大
暑
下
堤
三
）
下
司
磐
塞
出
＋
九
全
入
反
回

三
百
五
十
歩
（
石
桑
名
に
あ
り
）
、
（
三
）
慶
秀
跡
名
田
畠
十
三
町
八
反
大
九
歩
一
に
手
綴
讃
文
等
を
相
撃
へ
て
、
永
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

を
限
り
、
眼
鏡
三
百
貫
交
に
、
沙
彌
一
阿
彌
陀
佛
に
壷
現
し
、
墾
三
年
十
二
月
渇
に
は
同
一
の
物
件
を
四
百
武
拾
貫
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蹄

に
沙
彌
性
圓
房
に
油
呈
し
た
る
事
あ
）
。
之
に
よ
れ
ば
責
却
の
形
式
を
取
り
て
質
入
し
た
り
と
も
解
し
得
べ
き
も
の
に

し
て
、
何
れ
に
し
て
も
建
治
二
年
に
は
三
百
貫
交
、
翌
三
年
に
は
四
百
こ
拾
貫
交
の
負
債
を
生
じ
つ
、
あ
り
し
事
は
明

か
な
り
と
す
べ
く
、
か
》
る
苦
し
き
生
活
の
結
果
は
、
結
局
年
貢
未
進
遽
滞
の
姿
と
な
り
て
出
現
し
來
る
も
の
な
る
べ

し
。
蓋
し
奉
則
漱
圓
（
明
友
）
導
流
の
代
々
相
孚
へ
る
結
果
は
、
種
々
の
秘
計
を
巡
ら
す
事
と
な
わ
、
寺
家
に
畏
し
て
は

補
任
料
の
増
進
を
申
立
て
》
自
己
に
有
利
な
る
展
開
を
望
み
、
寺
家
よ
り
す
れ
ば
此
の
補
任
状
の
堰
額
は
漸
く
窮
迫
し

　
　
　
　
東
大
寺
領
美
濃
幽
穴
井
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
谷
　
第
三
號
　
　
四
五
一



　
　
　
　
東
大
襟
顕
美
淡
嫡
大
井
荘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
懇
　
錦
三
號
　
　
四
五
二

來
ら
ん
と
す
る
寺
家
の
財
政
の
た
め
に
は
、
力
強
き
救
助
策
に
急
な
ら
ざ
る
を
以
て
、
下
司
黒
め
頻
繁
な
る
交
替
は
、

寧
ろ
大
に
希
望
す
る
所
な
り
、
さ
れ
ば
寺
家
よ
り
す
る
も
、
機
會
あ
る
毎
に
、
改
易
を
企
て
、
其
の
結
果
は
荘
家
の
疲

弊
を
請
來
し
、
所
思
は
安
定
せ
す
、
た
め
に
諸
種
の
害
悪
、
叢
に
胚
胎
・
登
生
す
る
に
至
る
も
の
な
り
Q

　
吾
人
が
以
上
に
於
て
、
煩
雑
極
り
な
く
跡
附
け
る
事
さ
へ
困
懇
を
戚
す
る
程
の
、
下
司
職
交
替
を
観
た
り
し
所
以
の

も
の
は
、
實
に
豪
家
預
所
が
下
司
職
の
補
任
料
を
彼
等
の
役
得
と
し
て
其
の
思
入
の
中
に
計
課
し
た
り
し
も
の
な
る
事

及
び
そ
の
た
め
に
必
要
以
上
に
改
易
が
繰
返
さ
れ
た
り
し
事
象
を
示
さ
ん
が
た
め
に
外
な
ら
す
。
而
し
て
其
の
齢
結
す

る
所
は
、
下
司
職
の
疲
螢
、
荘
民
の
困
乏
と
な
う
、
絡
に
は
下
司
職
の
不
法
、
黒
黒
の
未
進
と
な
り
て
、
結
局
は
寺
家

そ
れ
差
身
が
最
も
大
な
る
損
失
を
受
く
る
事
と
な
る
も
の
な
り
、
か
く
し
て
は
絡
に
寺
家
と
し
て
も
反
省
せ
ざ
る
を
得

す
。
寺
家
は
何
等
か
の
方
策
を
登
明
せ
ん
と
努
力
す
れ
ど
も
、
さ
り
と
て
、
．
こ
の
多
年
の
宿
弊
を
断
然
改
良
し
得
べ
き

名
案
の
あ
る
べ
く
も
撫
す
、
一
か
ど
の
妙
案
と
思
は
る
、
も
の
あ
り
と
も
、
そ
れ
も
只
僅
か
に
一
時
的
に
敷
果
を
暴
ぐ

る
の
み
。

　
〔
註
〕
1
菓
大
難
百
講
堂
轡
第
十
六
號
　
2
下
上
第
十
二
號
に
嗣
係
墨
書
為
多
く
牧
む
　
5
同
上
」
4
同
上
山
影
爲
本
第
八
澱
、
研
究
室
策
九
溺
　
5
百

　
　
　
　
巷
丈
書
第
十
四
號
　
6
同
上
第
十
四
號
及
び
申
村
頭
眞
出
所
藏
文
書
申
に
あ
り
　
7
研
究
室
第
十
一
燈
、
百
獣
丈
書
第
七
十
五
號
　
8
研
究
室
第

　
　
　
　
十
一
離
、
百
巷
丈
書
第
七
十
五
號

（ユ29）

叢
叢
に
論
せ
る
大
井
荘
に
於
て
は
、
下
司
職
の
寺
家
に
凝
す
る
横
妨
極
り
な
く
、
ま
た
荘
民
に
甥
す
る
寒
激
甚
し
か



り
し
か
ば
、
下
司
職
を
相
謬
せ
る
一
方
の
大
中
総
則
親
の
子
則
成
死
去
し
、
更
に
他
方
の
澱
圓
の
末
葉
も
實
圓
を
以
て

中
絶
し
た
り
し
か
ば
そ
の
讐
乗
じ
、
東
南
院
大
批
正
蒸
再
び
2
一
當
に
復
任
す
る
や
、
黒
蝿
昨
幼
稚
よ
り
東
南
院

に
砥
諭
せ
る
僧
隆
實
を
以
て
、
預
所
職
と
、
な
す
と
同
時
に
下
司
職
を
衆
帯
せ
し
む
る
事
と
な
れ
り
。
其
時
新
に
任
せ
ら

れ
ん
と
す
る
下
司
職
よ
り
串
出
た
る
條
件
は
、

　
一
、
永
代
を
限
り
、
下
司
職
を
兼
帯
せ
し
め
ら
る
、
上
は
、
入
幡
宮
方
叢
叢
と
し
て
、
損
亡
に
依
ら
す
、
路
次
の
失

　
墜
に
拘
ら
す
、
毎
年
十
二
月
を
期
限
と
し
て
鏡
貨
三
十
貫
交
を
世
裳
着
藏
に
出
す
べ
き
事
。

　
二
、
所
務
す
べ
て
先
例
を
守
）
、
預
所
に
着
し
て
も
、
百
姓
に
向
ひ
て
も
、
新
考
非
法
を
致
す
べ
か
ら
す
。

ミ
豪
へ
の
年
貢
普
難
業
へ
の
裂
脱
漏
他
下
司
職
と
し
て
裟
致
す
べ
き
蛍
篭
蔭
例
に
隻
働

　
疎
略
を
存
す
べ
か
ら
ざ
る
事
。

　
四
、
繋
馬
を
他
人
に
壷
駕
し
、
或
は
質
物
に
差
遣
く
べ
か
ら
す
。
も
し
之
を
買
取
る
か
質
物
に
講
取
る
輩
あ
ら
ば
、

　
盗
犯
に
露
せ
ら
る
べ
し
。

と
い
ふ
に
あ
り
、
寺
家
よ
り
は

　
「
、
上
記
せ
る
進
物
等
の
種
類
質
量
共
に
毎
年
慨
怠
な
く
提
出
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
子
孫
の
中
に
て
當
寺
の
寺
僧
と

　
な
り
し
も
の
に
し
て
隆
實
の
譲
駅
を
さ
へ
帯
ぶ
れ
ば
、
必
ず
下
司
職
に
任
命
す
べ
し
Q
縦
へ
、
寺
務
職
の
獲
替
に
よ

　
り
て
下
司
職
を
改
易
せ
ん
と
擬
せ
ら
る
、
事
あ
り
と
難
も
、
惣
寺
と
し
て
そ
の
議
に
反
謝
し
、
隆
實
の
方
を
支
持
す

　
　
　
　
重
大
寺
領
美
濃
國
大
井
薮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
五
三



東
大
寺
領
旧
離
麟
大
弾
姦

第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
五
四

　
べ
し
。

　
二
、
奉
調
質
麟
の
爾
流
と
慌
し
て
，
怠
斌
を
寄
す
も
の
あ
り
と
も
、
惣
寺
と
し
て
は
之
を
叙
薦
せ
す
。
も
し
或
は
院

　
宣
と
羨
し
、
或
は
武
家
の
輩
と
熱
す
る
も
の
出
來
す
る
事
あ
う
と
も
、
心
際
に
は
、
墜
く
當
方
の
主
張
を
固
持
し
、

　
も
し
容
ら
れ
ざ
る
に
於
て
は
、
寺
家
大
嶺
の
方
法
に
よ
り
て
此
の
規
定
を
保
護
す
べ
き
事
Q

　
三
、
但
、
萬
一
隆
實
及
び
其
の
子
孫
の
う
ち
に
怠
慢
の
事
あ
り
て
、
改
易
せ
ら
る
》
事
あ
ら
ば
、
帯
磁
は
年
々
出
せ

　
し
談
義
料
等
は
之
を
返
戻
さ
“
る
べ
し
。

　
四
、
隆
實
叉
は
其
の
子
孫
以
外
の
も
の
が
黒
帯
、
進
物
の
増
加
を
以
て
件
職
に
補
任
せ
ら
れ
ん
事
を
望
む
も
の
あ
り

蔑
豪
は
之
姦
響
ざ
ゑ
し
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

等
の
影
響
を
以
て
し
て
、
隆
實
を
し
て
下
司
職
を
も
兼
帯
せ
し
め
、
下
司
職
と
し
て
管
領
す
べ
き
六
十
九
町
徐
の
下
司
本

名
田
畠
を
支
配
せ
し
む
る
事
と
な
り
し
は
、
正
癒
二
年
六
月
の
事
に
し
て
、
七
七
は
、
「
毎
年
所
…
進
の
漆
華
・
華
馬
事
大

豊
の
料
物
」
の
外
に
．
言
光
法
師
が
新
例
を
薩
き
し
「
新
袈
裟
絹
百
帖
」
と
、
更
に
今
度
加
へ
ら
れ
し
「
談
嚢
所
三
拾
貫
文
」

と
を
出
す
事
と
な
り
、
、
も
し
彼
代
官
が
不
調
非
法
を
な
す
事
あ
り
と
も
、
必
ず
隆
實
の
責
任
と
し
て
、
件
の
貢
物
は
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

す
完
納
す
べ
く
、
も
し
遽
算
せ
し
め
ば
其
職
を
改
め
ら
る
べ
し
と
の
條
件
を
以
て
、
補
任
款
並
び
に
宛
行
斌
を
下
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鏡
ノ

僑
隆
實
は
ま
た
直
ち
に
補
任
の
條
件
に
癒
せ
る
請
文
を
出
し
、
ま
た
後
に
東
南
院
主
並
び
に
西
室
院
主
に
も
其
歯
を
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

出
て
、
改
め
て
加
判
を
乞
ひ
．
之
を
得
だ
り
し
は
正
癒
四
年
九
月
の
事
な
り
。
そ
の
醗
五
年
二
月
に
は
、
さ
き
の
宛
行



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

歌
の
旨
を
守
り
て
、
帽
子
鶴
菊
丸
（
後
に
侍
從
殿
↓
い
ふ
）
に
譲
輿
す
る
に
至
れ
り
。
去
り
乍
ら
、
か
く
ま
で
の
誓
約
を
取

交
し
て
其
の
安
固
を
期
せ
し
隆
實
の
折
角
の
所
業
も
、
や
は
り
安
泰
な
る
も
の
に
は
隠
す
し
て
、
正
嘉
五
年
鶴
閥
入
幡

宮
寺
肚
務
職
た
り
し
佐
々
穏
の
儒
正
頼
助
が
、
東
大
寺
別
當
を
兼
帯
す
る
に
及
び
、
預
ね
て
よ
り
鎌
倉
將
軍
家
よ
り
は

少
か
ら
訟
後
援
を
得
た
り
し
大
中
臣
姻
親
の
末
葉
の
も
の
は
、
ま
た
蓬
頭
し
濁
り
、
孫
（
即
成
の
子
）
観
音
九
の
名
に
於

て
、
重
代
相
傳
の
膚
緒
を
以
て
、
不
菰
職
の
新
任
を
求
め
出
で
た
る
を
以
て
、
鶴
菊
九
は
正
編
六
年
六
月
臼
童
歌
を
上

製
惣
寺
宛
文
政
延
怠
宛
姦
下
の
婁
を
鍵
隔
則
親
が
不
法
に
よ
り
て
・
關
束
に
て
鞍
さ
れ
し
歴
を
物

　
　
　
　
り

語
り
、
浄
生
の
末
葉
ま
た
年
貢
を
…
進
・
濟
せ
す
し
て
不
廉
直
な
り
し
か
ば
、
永
く
以
て
其
名
字
を
捨
麗
か
れ
た
り
し
も
の

な
・
が
、
募
の
墾
隆
塁
塞
の
士
岸
、
薔
の
雰
を
割
き
て
星
羅
馨
供
饗
寄
附
し
な
し
蓬
働

そ
の
忠
義
に
よ
り
、
子
孫
永
く
粗
承
す
べ
き
由
の
満
寺
連
署
の
撰
文
を
賜
b
・
、
且
つ
東
南
院
西
室
院
の
遵
行
さ
へ
も
得

た
る
も
の
な
る
事
を
主
張
し
、
細
魚
興
隆
の
た
め
に
儒
丁
銀
住
の
働
事
に
寄
進
さ
れ
た
る
周
防
輿
田
保
・
學
侶
衣
服
料

と
成
さ
れ
た
る
大
弁
庄
榎
戸
郷
・
惣
寺
の
沙
汰
を
以
て
虚
分
さ
れ
た
る
黒
田
荘
下
司
職
・
武
家
の
手
よ
り
惣
寺
管
掌
に

翻
し
た
る
大
仁
國
赤
尾
庄
等
を
、
そ
の
細
身
と
な
し
得
べ
し
と
言
ひ
、
さ
れ
ば
姻
親
・
浮
生
爾
流
共
に
其
の
望
を
断
つ

べ
く
、
寺
家
と
し
て
今
更
の
沙
汰
に
及
ぶ
べ
き
に
非
ざ
る
べ
き
を
力
説
し
た
り
し
も
．
寺
家
は
之
に
幸
し
て
、
「
期
親
が

不
忠
を
存
じ
寺
家
怨
激
と
さ
れ
た
り
し
は
昔
臼
の
事
に
し
て
既
に
若
干
の
年
金
を
経
た
る
も
の
、
新
に
答
む
べ
き
に
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

す
」
と
て
、
正
癒
六
年
七
月
十
七
懸
盤
大
僧
正
坊
政
所
の
下
交
を
以
て
大
中
臣
畳
音
九
の
下
溝
職
は
認
め
ら
れ
、
七
月

　
　
　
　
東
大
寺
領
美
濃
國
大
非
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
稔
　
第
三
號
　
　
四
五
五



　
　
　
　
　
東
二
八
由
守
門
輩
ハ
燃
栖
闘
四
大
弾
曲
無
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鼎
櫛
十
七
駆
鞍
　
　
　
　
　
内
　
　
鋤
油
壷
山
崩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

廿
日
に
は
そ
の
補
任
駿
が
下
さ
れ
た
。

　
罫
書
九
は
、
か
く
て
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
更
に
八
月
再
訴
歌
を
以
て
「
則
親
之
末
葉
、
自
醐
束
御
寺
務
、
蒙

成
敗
、
已
以
補
任
、
居
住
庄
家
之
由
、
有
其
聞
．
難
非
信
用
之
限
…
…
…
若
計
理
不
落
之
御
成
敗
者
、
匪
蕾
含
慶
弔
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
均

欝
訴
、
奉
穿
話
寺
、
定
爲
奨
煩
歎
…
…
…
」
と
愁
訴
し
た
り
し
が
、
そ
の
哀
願
は
少
し
の
致
果
も
示
さ
す
。
然
る
に
東

大
寺
満
寺
衆
徒
と
し
て
も
、
さ
き
に
隆
實
に
輿
へ
し
満
寺
衆
徒
連
署
の
宛
行
朕
の
契
約
も
あ
り
、
其
の
面
目
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

記
か
佐
々
目
僧
正
へ
の
反
威
も
あ
り
し
と
見
え
て
、
永
仁
二
年
五
月
ナ
入
日
及
び
同
年
八
月
臼
學
侶
の
群
議
を
披
き
、

隆
實
補
任
の
由
來
及
び
其
の
買
繋
を
想
起
し
、
「
今
新
に
大
井
荘
下
司
職
が
不
慮
の
改
易
に
遭
ひ
で
、
奉
摺
の
末
葉
に
補

奪
ら
・
善
、
塗
豪
と
し
て
愁
傷
の
禦
・
の
み
な
墨
盃
の
如
き
議
の
宋
薯
警
せ
ら
・
重
働

全
く
以
て
鶴
菊
九
の
た
め
も
不
便
の
至
な
り
、
而
し
て
寺
務
が
學
侶
一
揆
の
申
歌
を
須
ひ
す
し
て
下
職
一
人
制
串
出
に

癒
注
せ
ら
る
、
事
は
實
に
慨
歎
す
べ
き
で
あ
う
、
且
つ
此
の
違
働
の
た
め
に
談
義
の
退
韓
を
毒
す
べ
き
は
、
佛
法
の
た

め
御
哀
察
あ
っ
て
然
る
べ
し
、
學
侶
と
し
て
は
何
度
だ
り
と
も
執
戯
す
ぺ
け
れ
ば
、
遽
に
些
か
も
相
蓮
な
き
模
の
御
計

あ
る
べ
し
」
と
か
、
「
學
侶
の
執
否
度
々
に
及
べ
ど
も
、
今
に
御
承
引
な
き
は
恐
轡
の
至
り
に
し
て
、
殊
に
當
御
代
は
、

．
專
ら
佛
法
興
隆
の
御
願
、
愚
惣
他
に
異
り
と
聞
く
、
さ
れ
ば
此
聖
像
を
容
れ
給
は
ざ
る
事
や
あ
る
べ
き
。
新
下
司
は
不
忠

の
籐
流
、
當
寺
の
棄
善
く
所
な
り
し
と
か
具
申
し
て
、
鶴
菊
九
の
方
を
支
持
し
た
る
解
を
．
別
遠
寺
の
執
行
讃
岐
法
師
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
均

に
出
し
た
り
し
が
、
叉
別
に
佐
々
華
僑
正
に
代
り
て
東
大
寺
に
走
直
し
た
り
し
寺
務
代
樺
大
儒
都
定
春
も
、
同
年
九
月



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

二
日
㌻
一
通
は
讃
岐
法
師
に
、
一
蓮
は
宗
賢
に
宛
て
、
爆
歌
を
離
し
、
學
侶
の
面
飼
維
持
に
大
に
カ
を
致
し
た
り
し
も
瓢

、
更
に
其
の
数
も
な
く
、
佐
々
冒
僧
正
頼
助
が
一
代
は
過
ぎ
た
り
し
と
見
ゆ
。

　
　
〔
識
）
1
膨
豆
本
第
十
五
燈
、
研
究
室
第
九
驚
、
筒
井
英
俊
難
所
函
丈
書
　
2
筍
井
英
俊
興
研
藏
文
書
　
δ
研
究
室
第
九
滑
　
4
筒
井
氏
所
思
丈
書
　
5

　
　
　
　
阿
上
　
6
研
究
室
第
九
研
　
7
侮
人
な
ろ
や
為
明
か
に
ぜ
す
’
o
挙
明
友
の
末
葉
に
認
る
か
。
永
仁
六
年
三
月
日
東
大
寺
衆
徒
等
訴
釈
案
（
研
究
室

　
　
　
　
第
十
舞
所
牧
）
に
「
文
永
以
後
面
繋
澱
凋
餐
幽
門
入
遡
、
實
闘
曜
日
入
蓮
、
性
騒
尾
藤
高
殿
入
蓮
、
重
範
菰
空
房
、
隆
實
大
夫
勝
欝
欝
補
下
翔
職
了
」
と
あ
る

　
　
　
　
も
の
に
從
へ
ば
、
畜
生
に
此
等
の
中
の
一
人
な
る
に
疑
た
容
れ
す
　
8
研
究
室
第
十
泌
　
9
影
爲
本
裁
十
五
燈
、
研
究
室
第
十
研
　
1
0
研
究
室

　
　
　
　
第
九
鰻
　
蕪
同
上
　
毘
三
論
宗
の
系
圖
に
も
見
ゆ
る
欝
侶
に
し
て
、
樹
度
た
瞭
と
し
、
四
聖
。
智
舜
為
粗
弟
子
と
ぜ
る
人
な
り
　
1
5
研
究
釜
第
九

　
　
　
　
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
其
後
永
仁
六
年
二
月
十
五
日
東
大
寺
衆
徒
の
解
に
よ
れ
ば
密
宗
（
先
に
槻
著
九
と
し
て
出
現
し
た
る
も
の
）
の
濫
許
に

叙
勲
し
て
そ
れ
を
棄
掲
せ
ら
れ
ん
事
を
求
め
た
る
が
、
書
中
に
「
立
面
の
灘
父
摺
親
、
林
法
橋
慶
秀
と
私
合
豊
致
せ
し

を
以
て
、
双
方
を
玉
露
に
召
下
し
、
流
罪
に
庭
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
が
、
も
し
七
宗
の
濡
す
如
く
則
宗
が
御
家
人
な

ら
ば
、
麻
冠
、
御
家
人
領
跡
は
他
の
御
家
入
を
以
て
補
す
と
い
ふ
原
則
に
よ
う
、
別
の
御
家
入
に
宛
行
は
る
、
べ
き
な

る
に
、
刻
宗
は
御
家
人
に
非
す
、
撃
っ
て
そ
の
所
職
と
い
ひ
、
名
田
と
い
ひ
、
都
て
以
て
管
束
の
御
遊
た
る
べ
き
に
非

す
し
て
、
本
所
一
圓
の
寺
請
と
し
て
下
司
職
並
び
に
慶
秀
の
名
田
畠
共
に
本
所
に
牧
公
せ
ら
れ
、
今
に
知
行
す
る
所
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

）
」
と
言
ひ
、
三
月
日
の
再
訴
状
は
鐙
甚
し
く
、
殆
ん
ど
意
昧
の
通
せ
ざ
る
も
の
な
れ
ど
も
、
書
中
に
「
言
上
癒
嘉
隷
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

式
目
、
可
被
付
本
所
之
由
、
壷
口
□
忽
心
停
止
地
頭
職
了
」
と
か
「
畳
込
の
一
門
は
永
く
跡
を
削
り
停
壌
せ
ら
れ
た
る
に

　
　
　
　
　
東
大
寺
頒
美
濃
麟
大
井
荘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
羅
単
車

（工33）



　
　
　
　
東
大
春
領
藁
濃
國
大
井
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
魯
　
第
三
號
　
　
四
五
八

．
拘
ら
す
今
な
ほ
安
堵
の
御
下
知
駿
を
有
す
る
と
写
す
る
は
、
恐
ら
一
鶴
書
な
り
」
と
か
「
永
仁
四
年
に
鋼
宗
知
行
し
た
り

と
い
ふ
は
、
佐
々
目
僧
正
案
内
を
知
ら
す
し
て
、
左
右
な
く
彼
を
補
任
せ
ら
れ
た
る
な
れ
ど
も
」
と
か
い
ふ
交
字
を
拾

ひ
得
べ
く
、
ま
た
更
に
「
本
願
上
皇
の
御
記
文
及
び
右
大
子
家
の
懇
志
を
守
塾
、
建
暦
關
束
の
御
去
欣
に
任
せ
、
則
宗
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

本
所
敵
調
の
罪
猷
に
慮
せ
ら
れ
ん
事
」
を
求
め
た
る
も
の
も
あ
る
が
、
や
が
て
す
べ
て
は
隆
實
の
手
よ
り
鶴
菊
九
に
、

鶴
野
九
よ
り
小
法
師
一
軍
若
丸
、
夕
鶴
と
も
い
ふ
一
に
傳
頷
さ
れ
た
り
し
が
、
南
北
爾
朝
の
樹
立
と
な
り
、
下
司

職
の
季
語
も
、
非
常
な
る
愛
異
あ
り
て
殆
ん
ど
そ
の
正
議
を
認
む
る
能
ば
ざ
る
に
至
る
を
以
て
、
叢
に
筆
を
牧
め
て
、

次
の
問
題
に
及
ば
ん
と
す
。

　
〔
註
〕
毒
萎
第
斎
2
里
歪
輿
年
山
立
昊
莚
下
簗
甕
驚
喜
（
第
十
溌
所
感
）
に
も
「
任
暴
違
背
・
爵
叢
申
蕎
・
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
　
　
至
地
頭
識
巻
、
被
停
慶
畢
」
と
あ
り
曝
京
都
帝
市
大
學
醸
更
研
究
室
古
流
書
纂
第
入
溺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
銀
貢
の
進
納

　
大
井
荘
よ
り
東
大
寺
へ
進
覆
す
べ
き
年
貢
が
何
程
な
り
し
や
は
、
大
井
荘
の
四
脚
に
常
に
平
入
の
あ
り
し
事
の
當
然

の
蹄
絡
と
し
て
、
正
確
に
一
定
の
数
量
あ
り
し
と
も
思
は
れ
す
。
從
っ
て
其
の
計
数
を
示
す
事
は
頗
る
困
難
に
し
て
、

且
つ
計
数
そ
の
も
の
が
歴
史
的
に
贋
値
あ
る
に
も
叢
れ
ば
、
僅
か
に
既
出
の
建
保
二
年
五
月
の
東
大
寺
寺
領
注
進
に
「
所

、
上
田
御
地
子
、
絹
百
晶
聖
母
・
一
疋
レ
～
尺
疋
潤
七
反
定
、
画
龍
外
糸
綿
聖
代
等
在
黒
塗
大
旨
也
」
が
画
疋
田
百
・
↑
二
町
レ
～
反
霜
融
・
†
歩
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

古
し
て
課
せ
ら
れ
し
地
子
な
う
し
を
知
る
に
す
ぎ
す
。
正
慶
元
年
入
月
七
撮
大
井
荘
重
…
厳
會
料
糞
用
歌
及
伺
こ
年
二
月



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ヨ

四
日
同
算
用
釈
に
よ
れ
ば
、
法
花
會
料
は
毎
年
二
百
十
貫
文
に
し
て
、
ま
た
歯
並
三
年
三
月
十
日
大
井
荘
花
嚴
會
料
名

　
の

寄
帳
に
よ
れ
ば
、
・
花
嚴
衆
慮
は
三
十
貫
文
な
り
。
共
に
時
代
頗
る
降
れ
る
と
同
時
に
南
北
綴
蓋
の
甥
訂
せ
る
際
の
事
と

て
、
或
は
特
異
の
数
か
と
も
思
は
る
、
を
以
て
、
今
叢
に
は
何
等
の
根
櫨
に
爲
さ
ん
と
は
す
る
に
非
す
、
た
い
年
貢
の
一

斑
を
概
逸
す
る
史
料
と
し
て
示
せ
る
に
過
ぎ
す
。
な
ほ
廓
外
に
新
に
言
光
法
師
が
新
例
を
開
き
し
建
暦
元
年
李
明
友
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

司
馬
た
り
し
時
よ
）
供
舎
三
十
講
の
捧
物
と
し
て
袈
裟
絹
百
帖
一
見
絹
二
十
七
疋
四
品
を
幾
し
、
入
幡
宮
手
掻
丁
田

　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
り

樂
装
束
料
二
＋
一
疋
四
丈
と
、
隆
實
が
下
司
職
を
兼
帯
せ
し
時
以
來
新
に
出
せ
る
入
幡
宮
談
義
料
三
十
貫
文
あ
う
し
を
、

既
出
の
更
料
に
よ
り
て
知
る
の
み
。

　
而
し
て
此
の
大
井
荘
よ
り
の
牧
入
は
沙
汰
八
と
呼
ば
る
、
三
荘
官
（
下
司
代
・
田
面
・
公
文
）
に
よ
り
て
實
際
上
の
事
務

は
取
ら
れ
し
も
の
な
り
。
南
北
朝
時
代
の
更
料
中
に
下
司
下
僧
発
圓
及
び
專
重
あ
り
、
田
所
職
に
沙
彌
志
野
・
大
中
臣
家

國
・
同
光
康
・
僑
蓮
遵
等
あ
り
、
公
議
職
に
藤
原
宗
奉
・
同
幽
光
・
大
中
臣
剛
親
等
の
名
見
ゆ
。
而
し
て
此
聖
職
は
、
三
職

が
協
同
し
て
一
騰
と
な
る
以
て
債
務
に
は
閣
愛
す
れ
ど
も
、
ま
た
其
の
事
務
に
は
得
分
關
係
に
慮
じ
て
分
画
あ
り
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

見
え
、
元
徳
二
年
の
三
方
画
料
名
寄
帳
に
は
石
包
符
下
分
・
國
吉
符
書
分
・
公
珍
符
下
墨
の
三
部
分
に
分
載
せ
る
も
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

り
、
ま
だ
延
交
四
年
九
月
三
聖
大
井
荘
法
花
會
注
交
に
は
「
…
…
…
運
上
三
方
足
士
長
」
と
あ
り
て
「
田
所
符
」
「
公
文
符
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

「
下
司
符
」
に
分
け
て
員
歎
を
画
し
、
延
文
こ
年
十
こ
月
こ
十
二
日
の
鋒
用
命
は
下
司
馬
下
の
も
の
、
み
を
記
せ
り
。
而

し
て
下
司
符
な
る
も
の
が
專
ら
下
司
の
醐
係
す
る
地
域
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
石
署
名
た
る
事
は
明
か
な
れ
ば
、
下
司
符

　
　
　
　
東
大
寺
領
美
濃
國
聯
弾
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
第
十
七
巷
第
三
號
　
　
四
五
九

（　135　）



川

　
　
　
　
　
七
大
寺
領
美
濃
矯
聯
弾
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
鐵
六
〇

を
以
て
石
包
垂
下
分
と
一
致
せ
し
め
、
公
文
特
下
を
國
吉
特
下
分
と
一
致
せ
し
め
、
更
に
田
所
将
下
を
公
珍
言
下
と
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勢

致
せ
し
め
ん
と
す
る
説
強
ち
に
棄
て
去
る
べ
き
に
も
翻
る
が
如
し
。

　
　
〔
識
〕
　
聾
者
大
寺
蕎
巷
交
書
纂
入
十
二
號
　
2
延
文
二
年
十
二
月
骨
二
馨
の
算
矯
歌
（
百
懇
交
霧
第
八
十
二
號
班
牧
）
に
も
下
説
輩
下
法
花
禽
料
七
十
貫
と

　
　
　
　
あ
り
。
後
に
言
ふ
如
く
、
下
司
符
、
公
筆
墨
、
立
所
親
り
三
方
に
分
れ
て
運
上
ぜ
ろ
も
の
な
れ
ば
、
も
し
三
方
亭
均
に
倒
額
に
貢
納
す
ろ
も
の
と

　
　
　
　
す
れ
ば
、
二
葺
十
・
貫
の
塀
奴
に
、
湘
割
合
に
信
頼
す
ろ
為
得
べ
し
　
　
5
研
究
｛
糞
第
十
・
紛
　
　
堪
假
に
建
保
　
二
年
五
月
の
讃
漸
蚊
為
以
て
換
算
す
れ
ば
、
疋
刑

　
　
　
　
七
反
歩
な
う
た
身
、
二
＋
七
疋
鰯
筆
墨
＋
九
町
ご
反
牛
の
地
子
実
理
製
す
。
な
ほ
大
垣
市
洗
鯉
、
こ
れ
か
明
友
の
下
至
愚
陰
り
し
建
懸
元
年
よ
り

　
　
　
　
と
言
へ
う
が
（
圓
書
九
〇
頁
）
、
こ
に
丈
永
十
一
年
二
嫁
東
大
専
宛
行
飲
等
に
あ
ろ
霊
光
の
卑
朕
に
よ
り
し
な
ら
ん
も
、
果
し
て
費
際
に
建
暦
よ
り

　
　
　
　
其
事
あ
り
し
ゃ
不
明
な
り
O
恐
ら
く
言
光
の
時
以
後
な
ら
ん
　
5
丈
永
十
一
年
二
月
東
大
寺
宛
行
欺
に
あ
る
行
光
の
串
歌
に
「
以
彼
桑
孫
被
引
成

　
　
　
　
五
胎
年
手
掻
會
田
樂
之
装
束
料
、
子
今
壁
跡
如
」
と
言
ヘ
リ
、
建
保
二
年
五
月
9
の
注
進
に
見
ゆ
る
「
露
量
糸
蔵
桑
勲
等
在
無
し
と
書
へ
る
も
の
に
當

　
　
　
　
る
な
ら
ん
Q
歯
し
て
其
絹
二
十
一
疋
四
丈
と
言
へ
る
に
丈
保
二
年
十
月
骨
冠
の
大
井
荘
料
絹
逡
歌
（
百
春
著
書
第
五
十
七
號
班
牧
）
蟷
裏
書
に
「
大

　
　
　
　
井
荘
手
掻
之
料
絹
上
文
　
丈
保
二
」
と
あ
ろ
も
の
に
よ
う
。
二
十
一
疋
四
丈
に
十
五
町
雫
の
地
子
に
當
る
　
6
研
究
室
第
九
懸
　
7
百
巷
丈
書
第

　
　
　
　
入
十
二
號
　
8
同
上
　
9
大
垣
市
史
上
巷
第
百
〇
九
頁
Q

（136）

　
大
井
荘
の
年
貢
　
　
就
中
、
新
袈
裟
料
と
か
入
幡
宮
談
義
料
の
如
き
附
加
税
は
、
盛
合
に
都
合
よ
く
進
塾
せ
ら
れ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

が
如
し
。
例
へ
ば
乾
元
二
年
正
月
東
大
寺
年
預
所
記
録
に
も
入
幡
宮
談
義
用
途
は
．
「
最
初
之
契
約
、
異
他
之
上
者
、
談

義
愛
日
、
二
種
下
知
之
、
若
建
言
此
欝
限
者
、
設
錐
後
面
、
引
之
、
諸
衆
更
不
可
請
」
と
言
へ
る
は
、
或
は
其
の
進
納

と
か
く
邊
れ
勝
と
な
り
、
未
…
進
と
な
る
べ
き
虞
あ
り
て
の
事
と
も
解
し
得
べ
き
な
れ
ど
も
、
こ
の
記
録
が
、
多
少
と
も
効

力
を
褒
生
せ
し
所
を
以
て
見
れ
ば
、
全
然
未
納
な
り
し
と
も
断
ず
べ
か
ら
す
。
も
し
そ
れ
袈
裟
用
途
に
至
り
て
は
、
最



も
永
く
納
入
の
彌
縫
り
し
も
の
な
）
。
さ
れ
ば
も
し
、
寺
家
の
用
途
に
不
足
・
窮
迫
を
生
す
れ
ば
、
大
井
庄
新
袈
裟
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

途
を
抵
當
と
し
て
、
他
よ
り
の
用
途
を
借
請
け
以
て
そ
の
必
要
を
満
た
せ
り
。
嘉
暦
三
年
四
月
七
日
用
途
講
馬
歯
、
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

徳
三
年
三
月
二
十
三
ほ
奉
行
法
眼
（
花
押
）
借
歌
以
下
、
多
数
の
借
用
歌
に
「
以
大
弁
庄
新
袈
裟
用
途
、
可
被
立
用
之
」
の

句
の
見
ゆ
る
は
其
の
一
謹
な
り
。

　
去
り
な
が
ら
、
　
一
般
荘
園
の
常
と
し
て
、
年
貢
の
皆
納
は
時
代
の
降
る
と
共
に
澁
滞
し
、
時
を
経
る
に
随
っ
て
未
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

潔
怠
の
多
く
な
り
し
は
論
を
挨
た
す
。
大
井
荘
の
如
き
或
は
「
畠
去
々
年
初
多
、
世
上
論
難
働
、
市
単
全
分
不
立
之
間
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
か
、
「
先
下
司
籐
類
以
下
悪
露
等
、
相
語
、
正
体
働
入
、
可
庄
作
稻
之
田
、
其
間
候
玉
将
」
と
か
、
そ
れ
相
馬
の
口
實

を
構
へ
て
、
・
年
々
法
花
奇
々
料
の
未
進
莫
大
に
達
し
、
恒
例
の
勅
背
比
臨
に
及
ぶ
事
数
な
く
、
佛
法
の
衰
亡
此
時
に
存

る
か
と
い
は
ん
ば
か
り
の
有
標
に
て
、
年
預
は
小
堂
を
使
者
と
し
て
荘
家
に
遣
し
．
嚴
重
に
調
査
せ
し
め
、
そ
の
未
進

の
百
姓
の
交
名
を
注
進
せ
し
む
る
事
と
し
、
「
も
し
沙
汰
人
等
と
し
て
、
自
由
を
存
じ
そ
の
注
進
に
癒
せ
ざ
れ
ば
、
定
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

後
悔
あ
ら
ん
」
と
云
ふ
風
の
下
交
を
出
す
事
は
「
再
に
止
ら
す
。
然
る
に
此
種
の
公
人
大
井
荘
に
下
向
す
れ
ば
、
荘
家

と
し
て
は
、
彼
等
に
不
儀
の
仔
細
あ
り
と
申
し
て
、
其
命
に
罰
せ
ざ
ら
ん
と
努
め
、
そ
れ
に
謝
す
る
寺
家
と
し
て
も
、

荘
家
の
串
状
を
全
然
に
無
擁
す
る
程
に
、
小
風
等
に
謝
し
て
信
愚
を
麗
き
得
べ
き
に
歯
す
．
さ
り
と
て
蕪
家
の
串
鵠
を

そ
の
ま
、
に
採
用
し
得
べ
き
に
も
非
ざ
れ
ば
、
か
、
る
事
あ
ら
ん
に
は
、
取
り
あ
へ
す
、
荘
家
は
寺
家
に
訴
へ
て
、
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

家
の
成
敗
を
仰
ぐ
べ
き
を
命
じ
て
そ
れ
に
善
翻
せ
る
事
も
あ
り
、
或
は
其
の
未
…
進
漸
く
嵩
ず
る
に
及
び
て
は
、
公
文
に

　
　
　
　
東
大
専
領
美
濃
國
大
弁
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鑛
十
七
巷
廊
三
號
　
　
四
山
2
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．
富
宏
八
山
守
領
脚
八
瀞
…
競
闘
大
井
曲
蕪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
結
耀
十
七
撫
⑳
　
山
雲
二
業
　
　
　
四
↓
脚
下

饗
し
て
「
南
都
に
墾
上
し
、
結
解
を
途
ぐ
べ
く
、
若
し
其
命
に
慮
慧
ざ
れ
ば
、
罪
科
に
庭
す
べ
き
」
を
以
て
す
る
事
も

あ
り
。
而
し
て
、
か
く
の
如
き
南
都
墾
上
を
命
ず
る
に
及
べ
ば
公
文
等
は
大
て
い
其
の
一
部
の
年
貢
を
胆
心
し
、
残
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

は
年
賦
を
以
て
せ
ん
と
す
る
を
常
と
す
b
例
へ
ば
、
貞
治
五
年
三
月
十
九
田
學
侶
年
預
下
知
駿
案
に
よ
れ
ば
、
大
井
競

下
司
の
…
進
塁
す
べ
き
新
袈
裟
用
途
の
未
進
莫
大
に
塾
し
元
る
を
以
て
、
寺
家
下
司
に
沸
し
て
大
に
叱
責
す
る
所
あ
り
、

そ
れ
に
擬
し
て
下
司
ま
た
言
僻
を
極
め
て
歎
願
し
た
り
し
か
ば
、
寺
家
よ
り
は
左
の
方
法
を
以
て
．
決
濟
す
べ
き
を
命

せ
b
。

　
一
、
從
來
、
未
進
決
算
の
目
的
を
以
て
年
々
提
出
せ
し
新
袈
裟
用
途
毎
年
四
十
四
貫
文
は
、
今
年
丙
午
の
歳
よ
り
乙
卯

　
　
の
歳
ま
で
十
ケ
年
間
は
毎
年
定
額
よ
り
十
貫
文
を
減
じ
て
毎
年
三
十
四
貫
と
し
、
十
一
月
を
以
て
期
限
と
す
る
事

」
一
、
獲
れ
る
年
々
未
進
分
百
三
十
四
貫
の
中
、
三
十
四
貫
は
免
除
す
る
事

　
一
、
そ
の
痩
部
百
貫
は
本
年
よ
り
向
ふ
五
ヶ
年
間
に
毎
年
二
十
貫
交
宛
を
…
進
了
す
べ
き
事

さ
れ
ば
璽
廿
日
下
司
俗
某
は
講
交
を
上
り
て
、
其
の
三
ケ
條
を
奉
り
、
且
つ
「
或
天
下
一
同
大
損
亡
、
或
路
次
賊
難
、

或
守
護
等
之
違
餓
、
若
盗
賊
星
虫
難
、
如
此
等
事
錐
一
事
、
於
請
串
分
者
、
更
不
可
有
未
進
樹
桿
、
若
輩
期
限
、
若
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

未
進
者
、
座
客
十
ケ
年
内
、
被
被
滅
罪
免
除
零
墨
、
織
斑
経
餓
密
事
御
沙
汰
者
轟
〔
と
誓
言
を
な
す
所
あ
り
た
わ
。
特

に
珍
ら
し
と
い
ふ
に
は
非
れ
ど
、
一
例
と
し
て
記
す
。

　
ハ
註
）
　
1
研
究
室
第
九
班
　
2
影
窮
本
第
四
燈
及
び
百
巷
交
書
第
八
十
九
號
　
5
影
篇
本
第
四
燈
　
喚
影
鋸
本
第
凶
塒
所
牧
建
武
四
年
二
月
大
井
荘
々
家

（　13S　）



解
。
建
武
二
年
早
舟
足
利
奪
謀
叛
す
。
美
濃
守
護
土
岐
羅
貞
之
に
飼
す
Q
さ
れ
ば
こ
の
大
井
建
々
家
解
の
申
に
門
…
…
…
彌
随
干
臼
、
爾
御
方
之

軍
数
等
日
夜
朝
夕
上
洛
刻
、
令
胤
入
筆
庄
家
、
牛
馬
以
下
資
財
等
、
不
知
其
数
、
雷
干
米
大
豆
等
者
、
悉
令
負
蓮
…
…
…
艶
出
之
次
第
、
即
欲
串

入
之
庭
、
依
塞
路
乗
、
乍
歎
、
逡
籔
茸
畢
」
と
い
ふ
交
字
あ
り
。
蓋
し
多
少
實
際
の
事
業
を
記
ぜ
る
な
ら
ん
　
5
研
究
室
第
八
十
入
班
　
6
影
篇

一本

竅
V
ふ
一
二
驚
麟
川
肌
朕
頃
兀
弘
二
年
正
h
月
菅
義
ハ
n
口
年
齢
霊
鑑
川
下
・
文
案
　
　
7
東
京
帝
m
閣
議
八
風
所
所
耽
漱
山
果
大
出
潤
目
久
書
…
の
三
、
建
武
m
幽
年
五
月
中
R
エ
八
井
荘
冒
沙
汰
人

蒲
丈
案
　
8
研
究
釜
第
十
鶴
甲
丈
元
年
七
月
大
井
窪
公
丈
藤
原
宗
光
目
安
　
9
研
究
室
第
五
十
四
冊
…
玲
同
上
七
十
一
溺

・
本
荘
の
年
貢
を
記
す
に
写
り
て
、
最
も
嘗
を
止
む
べ
き
は
、
兵
士
の
事
な
り
。
兵
士
と
年
貢
と
關
料
と
の
調
子
に
就

い
て
は
既
に
相
田
二
郎
氏
が
多
年
蒐
集
し
．
た
る
史
料
に
よ
り
て
「
庵
史
地
理
」
誌
上
に
狡
表
せ
る
所
あ
れ
ど
も
、
東
大
寺

所
藏
丈
書
よ
り
見
れ
ば
「
兵
士
」
に
つ
き
て
の
見
解
に
多
少
賛
同
し
難
き
黙
を
獲
質
す
。
そ
の
事
に
就
き
て
は
、
國
學
院

大
學
の
『
蟹
學
正
編
號
魚
篭
に
於
三
荘
園
の
兵
士
に
就
い
て
」
意
し
て
豊
を
導
た
・
所
あ
・
を
以
て
嚢

せ
ざ
る
べ
し
。
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大
井
荘
よ
り
の
年
貢
は
、
制
合
に
久
し
く
貢
進
さ
れ
、
戦
國
の
頃
ま
で
も
其
の
史
料
を
存
す
。
殊
に
下
司
職
の
得
分

た
り
し
石
包
名
に
於
て
然
う
。
而
し
て
そ
れ
は
或
は
新
袈
裟
用
途
と
し
て
、
或
は
談
義
用
途
と
し
て
、
或
は
新
質
屋
定
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籠
用
途
と
し
て
逡
ら
れ
し
も
、
永
正
十
入
牢
定
使
家
長
の
算
用
駿
に
よ
れ
ば
、
武
拾
武
貫
の
法
花
會
料
、
戴
拾
貫
の
料

絹
、
八
貫
の
花
澱
會
料
、
合
し
て
五
拾
貫
が
大
井
荘
よ
り
狡
凝
せ
ら
れ
た
る
事
を
記
す
に
よ
り
て
、
法
花
花
巌
爾
會
料

は
そ
の
昔
に
比
し
て
極
ぬ
て
少
額
な
り
し
も
、
年
々
の
勤
仕
を
峡
か
さ
や
り
し
蘂
だ
け
を
知
り
得
べ
し
Q

　
　
　
　
　
東
大
寺
領
美
濃
國
大
井
荘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
六
三
、



　
　
　
　
　
｛
果
大
山
守
領
美
醜
薩
繊
叫
大
井
姦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
濯
十
七
巻
　
　
第
一
二
肌
観
　
　
　
四
轟
ハ
閃
阿

　
其
の
年
貢
が
大
井
荘
よ
り
南
都
に
蓮
ば
る
、
途
中
に
於
け
る
費
用
及
び
、
奨
の
経
過
す
る
路
次
を
争
う
得
べ
き
史
料
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ま

と
し
て
文
明
十
八
年
七
月
廿
八
日
新
袈
裟
用
途
空
解
歌
、
長
享
元
年
ナ
ニ
月
十
三
鶏
同
上
、
永
正
四
年
十
月
廿
六
獄
濃
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マ

州
年
貢
請
取
歌
、
永
正
十
玉
年
正
月
十
五
日
前
見
大
井
荘
年
貢
算
用
歌
、
永
正
十
入
年
大
井
庄
年
貢
算
用
駿
を
暴
げ
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
場

れ
ど
も
、
そ
れ
に
愛
し
て
は
既
に
劉
に
記
せ
る
も
の
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
再
説
せ
ざ
る
べ
し
G

　
〔
識
〕
1
研
究
室
第
九
舞
及
第
五
十
三
班
に
多
く
の
史
料
恥
蔑
む
　
勲
研
究
塞
所
温
帯
大
毒
善
書
第
三
十
四
號
　
・
δ
研
究
鍵
第
五
十
三
澱
　
4
岡
上
　
5

　
　
　
　
岡
上
第
五
十
九
難
　
6
第
五
十
七
柵
　
7
研
究
室
士
爵
東
大
寺
重
書
第
三
十
限
続
　
8
『
太
湖
』
第
五
十
一
號
（
昭
瀦
五
年
四
月
嚢
行
）
拙
稿
「
太
湖

　
　
　
　
航
路
に
翻
す
る
一
二
の
史
料
」
及
び
『
小
感
琢
治
博
士
濯
謄
詑
念
論
文
集
』
拙
稿
「
港
市
と
し
て
の
坂
本
」

　
以
上
に
於
て
大
井
荘
に
關
す
る
大
宮
の
槻
察
を
絡
れ
う
。
今
に
し
て
思
へ
ば
大
井
荘
に
就
い
て
第
一
の
土
研
は
荘
司

の
組
織
、
就
中
、
下
司
職
傳
領
の
複
雑
さ
に
存
せ
わ
と
言
ふ
べ
く
、
な
ほ
沙
汰
人
と
呼
ば
る
、
下
司
代
・
田
所
・
公
丈
の

三
荘
官
が
掌
る
職
務
の
内
容
を
更
に
槍
寄
す
れ
ば
と
思
は
る
れ
ど
も
、
そ
れ
を
な
し
得
ざ
り
し
を
遺
憾
と
し
、
本
篇
に

於
て
は
東
大
寺
々
領
の
一
端
を
窺
ふ
事
を
以
て
筆
を
欄
き
、
他
の
機
會
に
他
の
寺
鎮
と
の
比
較
に
資
せ
ん
と
す
。

（　1－2e　）


